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は　じ　め　に
今日、地域社会においては、少子高齢化や核

家族化の急速な進展、また市民のライフスタ

イルの多様化やプライバシーの意識の高まり

などから，身近な交流やコミュニケーション

が希薄化するなかで、家族や地域で支え合う

機能が弱まってきています。

こうした状況は、ひとり暮らしの高齢者や障害

者、子育て家庭において、不安や孤立感を抱え、ひと

りで悩む人が増えるなど、何らかの支えを必要としている

人々に様々な影響を及ぼしています。ひいては孤独死、虐待、引きこもりなどの社

会問題を引き起こす要因にもなっています。

市民の皆さんの願いは、住み慣れた地域で心安らかに安全に健やかな日々を送れ

ることだろうと思います。

隣近所の人たち、さらにすべての市民が、お互いを理解し合おう、認め合おう、

尊重し合おう、許し合おう、助け合おう、支え合おうという気持ち、いわばお互い

が家族のように相手を思いやる温かな気持ちでつながる人間関係・絆（きずな）を

築き、“家族的な地域社会”を創っていくことが大切です。

このような地域社会を築いていくためには、阪神淡路大震災を契機として各地域

で活発化しているボランティア活動やＮＰＯなどの市民活動などをより充実させる

とともに、地域での人と人とのつながりを大切にして、隣近所でお互いに助けたり、

助けられたりできる顔のみえる関係やネットワークづくりを進めていくことが重要

となってきます。

そこで、本市では市民の皆さまの参画や共働を得て、「だれも排除されない、だ

れも差別されない、すべての市民がともに生きる寛容で懐（ふところ）の深い社会

の実現」を理念に掲げ、地域福祉計画を策定しました。

今後は、この計画を基本的指針として、市民の日常生活上の不安や孤立感の解消、

福祉課題の解決に向けて、共助・互助による福祉サービスを促進し、顔のみえる福

祉コミュニティづくりに向けた取り組みを進めてまいります。

本計画の策定にあたり、貴重なアイデアやご意見、ご提言をいただきました亀岡

市地域福祉計画策定委員会の委員の皆さまをはじめ、市民の皆さまに心からお礼申

し上げます。

平成17年３月　　　　　　　

亀　岡　市　長



序　章　　地域福祉って何？ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5

1．まずは、私たちのまち「亀岡」の再確認 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6

(1) 亀岡はこんなまち ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6

(2) 亀岡の生い立ちと発展 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7

(3) 府下に先駆けた「福祉都市」 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8

2．私たちを取り巻く環境も変わりつつあります‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9

(1) 地域社会が変わりつつあります‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9

(2) 福祉の制度が変わりつつあります ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10

(3) 市民と行政の関わり方が変わりつつあります ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11

3．地域福祉の必要性 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12

(1) 「顔のみえる関係」の大切さ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12

(2) “気づき”からの支え合い・助け合いの取り組み ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥13

第1章　亀岡市の地域福祉を取り巻く現状と課題 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥15

1．亀岡市の地域福祉を取り巻く現状 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥16

(1) 少子・高齢化等の現状 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥16

(2) 地域福祉を支える活動 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥23

(3) 市民の地域福祉に関する意識 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥30

2．「市民参画による計画づくり」を通した課題抽出‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥32

(1) 計画策定の経過（プロセスを重視した計画づくり）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥32

(2) 計画策定の手法（平成16年度）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥34

3．地域福祉を推進する上での課題 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥35

(1) 地域ぐるみの福祉活動の促進に関する課題 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥35

(2) こころ豊かに安心して生活できる環境づくりの推進に関する課題 ‥‥‥38

(3) 自立を支え、自ら生きるための仕組みづくりの推進に関する課題 ‥‥‥40

目　次

2



第2章　地域福祉計画の基本理念・視点・目標 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥43

1．計画の基本理念 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥44

2．計画の視点 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥46

3．計画の3つの目標‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥47

(1) 地域ぐるみの福祉活動の促進 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥47

(2) こころ豊かに安心して生活できる環境づくり ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥47

(3) 自立を支え、自ら生きるための仕組みづくり ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥47

第3章　地域福祉計画の基本的な考え方 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥49

1．計画の目的 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥50

2．地域福祉の対象 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥51

3．地域福祉推進の担い手 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥51

4．計画の位置づけ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥52

(1) 根拠法令及び市総合計画等との関係 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥52

(2) 保健福祉分野の個別計画との関係 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥52

(3) 地域福祉活動計画（亀岡市社協の活動計画）との関係 ‥‥‥‥‥‥‥‥52

5．計画の圏域（地域のとらえ方）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥55

6．計画の期間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥56

第4章　計画推進のプログラム ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥57

1．地域ぐるみの福祉活動の推進 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥58

(1) 支え合いの基盤となる「福祉コミュニティづくり」の推進 ‥‥‥‥‥‥59

(2) 地域住民による支え合い活動の促進 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥60

(3) 地域福祉ボランティアの育成・活動の推進 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥61

(4) 社会福祉協議会との連携強化 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥63

2．こころ豊かに安心して生活できる環境づくり ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥64

(1) 人権尊重の視点に立った地域の支え合い意識の醸成 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥65

(2) 災害時や防犯に備えた地域連携 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥66

(3) 既存資源の活用による交流・ふれあい活動の拠点づくり ‥‥‥‥‥‥‥67

(4) 人にやさしいまちづくりの推進 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥69

3亀岡市地域福祉計画



3．自立を支え、自ら生きるための仕組みづくり ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥70

(1) SOSを見逃さない地域の仕組みづくり ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥71

(2) 地域の相談体制と情報提供の充実 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥72

(3) 福祉サービス利用者の権利擁護 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥73

第5章　計画の推進に向けて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥75

1．市民と行政が共働して進めていく重点的な取り組み ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥76

(1) 地域の見守りと支援体制 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥78

(2) 緊急時における地域での相互扶助 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥80

(3) 福祉コミュニティづくり ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥82

(4) 福祉コミュニティを担う組織等の育成支援とその役割 ‥‥‥‥‥‥‥‥84

(5) 地域ぐるみ活動の拠点づくり ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥90

2．市、地域住民、関係団体、事業者等の共働とパートナーシップの構築 ‥‥92

(1) 地域住民、ＮＰＯ、ボランティアの役割 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥93

(2) 民生委員・児童委員の役割 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥93

(3) 社会福祉協議会の役割 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥93

(4) 社会福祉事業者の役割 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥94

(5) 行政の役割 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥94

3．地域福祉推進体制の整備 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥96

(1) 計画の効果的な推進 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥96

(2) 地域の独創性、行動力への期待 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥96

資料編 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥97

亀岡市地域福祉計画策定のプロセス ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥98

亀岡市地域福祉計画策定委員会設置要綱 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥99

亀岡市地域福祉計画策定委員会 委員名簿 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥100

福祉諸計画策定にかかる「庁内戦略会議」設置要綱 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥101

目　次

4



地域福祉って何？�
まずは、私たちのまち「亀岡」の再認識�

私たちを取り巻く環境も変わりつつあります�
地域福祉の必要性�

序�章�



突然「地域福祉」と言われても、「地域福祉って何？」「地域福祉って何で必要

なん？」と皆さんは首をかしげることでしょう。

そんな皆さんの疑問に応えるために、これから「地域福祉」のことをお話しし

ていきますが、その前に皆さんに知っておいていただきたいことがあります。私

たちの暮らす「亀岡」のことです。

(1) 亀岡はこんなまち　
～水と緑とにぎわいのまち～

亀岡市は、京都府下最大の穀倉地帯であり、水の流れが美しい保津川や季節を

彩る美しい山並など自然環境に恵まれ、同時に京阪神の大都市圏と隣接する利便

性もあわせ持った「水と緑とにぎわいのまち」です。

序　章　地域福祉って何？～地域福祉の必要性～
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１ まずは、私たちのまち「亀岡」の再確認



(2) 亀岡の生い立ちと発展
～住みやすく、ふるさとのおもかげがただようまち～

亀岡市は、昭和30年１月１日、当時の南桑田郡１町15か村の大合併により人

口38,089人の都市として誕生しました。

京都市の西方約20ｋｍの距離に位置し、北は園部町、八木町、東は京都市に、

南と西は大阪府に接しています。また、西側は兵庫県にもほど近い距離にあり

ます。

京都府の中心である京都市とは、地形的に分断されていますが、ＪＲ西日本山

陰本線の複線電化や国道及び京都縦貫自動車道の整備によって結びつきが強化さ

れ、住宅都市としての機能を強めながら発展してきました。

また、同時に丹波地域の玄関口であり、その中心として、独自の都市圏を持つ

自立性もあわせ持っています。

このように亀岡市は、ベッドタウンとしての側面、口丹波地域における商業・

サービス業の中核拠点、そして、ふるさととしての農村地域など様々な様相をみ

せています。このため、暮らしの場においても地域特性がみられ、都市的生活課

題と農村的な生活課題が混在している状況にあります。

これらの課題を私たち市民共有のものとして受け止め、人や地域のネットワー

クで互いに補いあいながら、誰もが安心して暮らせるまちづくりに取り組んでい

くことが今後必要となっています。
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このように、私たちがふだん何気なく生活している「亀岡」をあらためて振り

返ってみると、様々な発見がありますね。

ただ「水や緑が豊か」なだけでなく、「にぎわい」もある。ただ「住みよく利便

性がある」というだけではなく、人のこころをほっとさせる「ふるさと」のおも

かげがただよっている。

私たちが暮らしている亀岡は、いろいろな「顔」をもっています。

では、福祉の取り組みから、もう一つの亀岡の「顔」をみてみましょう。

(3) 府下に先駆けた「福祉都市」
～支え合い、助け合うあたたかいまち～

亀岡市では、昭和57年3月に、今日の地域福祉時代を先取りするかのような

「市民と行政の共働※による福祉の充実した豊かなまちづくり」を目指した「福祉

都市宣言」を京都府下自治体に先駆けて宣言し、安全で快適な生活環境を整える

とともに、福祉施設の拡充、福祉活動の充実などきめ細やかな福祉施策を推進し

ています。

そして近年は、総人口が伸び悩むなかで少子高齢化や家族の変化は確実に進ん

でいます。また、ひとり暮らし高齢者や障害のある人など、市民相互の連帯によ

る支えを必要とする人々は、今後ますます増えていくことが予想されています。

私たちのまちの羅針盤である「第３次亀岡市総合計画※」には、「支え合い、助

け合うあたたかいまち」の実現という福祉の将来像が描かれています。この将来

像に向かって、私たち市民の参画そして行政との共働のもと、地域社会での様々

な生活課題に地域全体で取り組む仕組みづくりを、亀岡市社会福祉協議会をはじ

め、亀岡市民生委員児童委員協議会、NPO※、ボランティア※団体、各種福祉団

体等の連携・協力により進めています。
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共働
共働とは、市民と行政がと
もに働きまちづくりを行っ
ていくことを意味する。

ボランティア
個人の自発的な意志により、
福祉などの事業活動に参加
する人、もしくは行為その
もの。サービスとして提供
される場合は無償と有償の
場合がある。

第３次亀岡市総合計画
総合計画は自治体による行
政運営の総合的な指針。地
方自治法により定めること
とされる基本構想と、これ
に基づく基本計画と実施計
画からなる。現在、基本構
想（計画期間2001～
2015年）と基本計画（計
画期間2001～2010年）
を指針として、「聖なる水と
緑の奏でる知恵の郷」を将
来都市像としたまちづくり
を進めている。

亀　岡　市　「 福　祉　都　市　」 宣　言
健康で文化的な生活の基礎条件が確保されることにより、生涯にわたり人間に値する生活

と人格の自由な発展がひとしく保障される社会こそ、福祉社会といえる。

市民の福祉は、市が、社会的な環境や条件の整備等その責務を積極的にはたすとともに、

市民が、地域社会の一員として、みずからの生活をみずからの英知、創意、努力によって高

めるという主体的な自覚と市民相互の連帯を強め、福祉の向上に寄与するよう努力すること

によってもたらされるものである。

この様な自覚と認識に立って、わたくしたち亀岡市民は、ともに力を合わせ平和で豊かな

まちづくりに前進したいと思う。

ここに、決意を新たにして、すべての亀岡市民とともに亀岡市を「福祉都市」とすること

を宣言する。

昭和57年３月29日

NPO＝民間非営利組織
Non-Profit
Organization
医療・福祉、環境、文化・
芸術、スポーツ、まちづく
り、国際協力・交流、人
権・平和、教育、女性など
のあらゆる分野の民間の営
利を目的としない市民活動
団体のこと。一定の要件を
満たし国や府に届け出て法
人格を取得し、活動されて
いる「特定非営利活動法人
（NPO法人）」もある。



皆さん、かなり亀岡の「顔」がみえてきたのではないでしょうか？

しかし、私たちを取り巻く社会環境は大きな変化の時期を迎えています。この

変化により、いま、亀岡にも地域福祉が必要とされているのですが、それでは、

その「変化」とは一体どのようなことなのでしょうか。

私たちを取り巻く社会状況を３つの視点から整理してみましょう。

(1) 地域社会が変わりつつあります　
～少子高齢化、家族の変化、そして地域のつながりの希薄化～

１つ目は、少子高齢化と地域社会の変化ですが、少子高齢化が急速に進むなか

で、家庭や地域社会も、その姿を変えてきました。

少子高齢化の急速な進行、都市化・家族の変化が進み、さらには市民意識の変

化にともなって、家庭や地域で相互に支え合う機能は弱まり、市民がともに助け

合い、支え合うという社会的なつながりも希薄になりつつあります。

さらに、右肩上がりの成長型社会は終わり、地域における生活環境にも様々な

影響を及ぼし、青少年や中高年の生活不安やストレスを増大させました。自殺や

ホームレス、家庭内暴力、虐待、ひきこもりなどが新たな社会問題として噴出し

ています。人々の考え方も「物の豊かさ」から「心の豊かさ」へと変わりつつあ

ります。

こうした社会状況のなかで、社会全般にわたって、市民がお互いに助けたり、

助けられたりする関係を築いていくことの意義が大きくなってくるとともに、新

しい時代に対応できる社会システム※、福祉システムが求められるようになって

きました。
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２ 私たちを取り巻く環境も変わりつつあります

0％�

20％�

40％�

60％�

80％�

100％�

生産年齢人口率�

高  齢  化  率�

年 少 人 口 率�

昭和40年�
（39年前）�

平成16年�
（現在）�

24.7%�

67.2%�

8.1%�

15.0%�

68.9%�

16.1%�

亀岡市の少子高齢化の推移

システム
組織的に機能するような制
度、仕組みのこと。

高齢化率
総人口中に占める「65歳以
上の高齢者の人口割合」

生産年齢人口率
総人口中に占める「15歳以
上64歳未満の人口割合」

年少人口率
総人口中に占める「15歳未
満のこどもの人口割合」



(2) 福祉の制度が変わりつつあります
～受ける福祉から利用する福祉～

２つ目は、増大多様化する福祉ニーズに対応するための福祉制度の変化ですが、

社会福祉制度は、戦後間もない時期における生活困窮者の保護・救済を目的とし

て出発し、その後の経済成長とともに発展してきました。そして、昭和26年

（1951年）の社会福祉事業法制定以後の50年間、その基本的な枠組みに変更が

加えられることがありませんでした。

しかし、前述のような地域社会の変化にともない、増大・多様化する福祉ニー

ズに対応するため、社会福祉事業、社会福祉法人、措置制度※などの社会福祉に

共通な基盤的制度の見直しが行われることになりました。これが「社会福祉基礎

構造改革」です。

この改革では、生活上の様々な問題が発生し、自らの努力だけでは自立した生

活を維持できなくなった個人が、お互いの支え合いや地域のつながりのなかで、

人としての尊厳を持って、家庭や地域のなかで障害の有無や年齢にかかわらず、

その人らしい生活を送れるよう支援することが、社会福祉の目的であると示され

ました。

この改革のなかで、平成12年（2000年）６月に社会福祉法が成立し、「地域

福祉の推進」がこの法律に位置づけられたのです。社会福祉法※では、第４条で

「地域福祉の推進」が基本理念の柱の一つとして明確に規定されました。

そこでは、福祉サービスを必要とする人々が自立した生活や社会参加ができる

ように、地域住民はもとより、社会福祉事業者、地域で福祉にかかわる人々が相

互に協力し、地域福祉を推進していくことが求められています。この地域福祉を

計画的に推進していくため、市町村は「地域福祉計画」を策定する旨の規定が社

会福祉法に設けられ、平成15年４月に施行されました。
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措置制度
行政がサービスを決定し提
供する制度のこと。

社会福祉法
昭和26年（1951年）に制
定された社会福祉事業法が
大幅改正され、平成12年
（2000年）６月から社会福
祉法として施行されている。
法改正の理念は、福祉サー
ビス利用者の利益の保護及
び地域福祉の推進であり、
このため福祉サービスに関
する情報の提供、利用の援
助及び苦情の解決に関する
規定を整備し、福祉サービ
ス利用者の利益の保護を図
るとともに、市町村地域福
祉計画などの策定や、その
他の地域福祉の推進を図る
ための規定を整備した。

社会福祉基礎構造改革
昭和26年の社会福祉事業法
制定以来大きな改正の行わ
れていない社会福祉事業、
社会福祉法人、措置制度な
ど社会福祉の共通基盤制度
について、増大・多様化が
見込まれる国民の福祉需要
に対応するため、サービス
の契約利用等を推進する方
向へ見直しを行うもの。



(3) 市民と行政の関わり方が変わりつつあります
～地方が自立する時代へ～

３つ目は、市民参画の進展ですが、平成12年（2000年）には、社会福祉法の

成立とともに、地方分権一括法※が施行され、地方が自主性及び自立性を高め、

個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現に取り組むことになりました。特に、生

活と密接にかかわる福祉サービスの向上は、市民に最も身近な市町村が中心にな

って市民の参画のもとに進めていく必要があります。

また、近年、市民が行政に参画する機運が高まってきているなかで、福祉をは

じめ様々な分野でボランティアやＮＰＯ活動などの広がりがみられ、これからの

地域社会づくりに大きな役割をはたすことが期待されています。
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社会福祉法（抄）

第４条（地域福祉の推進）
地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う

者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員と
して日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与
えられるように、地域福祉の推進に努めなければならない。

第107条（市町村地域福祉計画）
市町村は、地方自治法第２条第４項の基本構想に即し、地域福祉の推進に関する事項

として次に掲げる事項を一体的に定める計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を
策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民、社会福祉を目的とする事業
を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるために必要な措
置を講ずるとともに、その内容を公表するものとする。

１ 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
２ 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
３ 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項

地方分権一括法
地方分権改革の柱として、
475本の法律改正案からな
る法案として可決成立し、
平成12年（2000年）4月
に施行された。主な目的は、
住民にとって身近な行政は
できるかぎり地方が行うこ
ととし、国が地方公共団体
の自主性と自立性を十分に
確保することとされている。



このような変化のなかで、誰もが住み慣れた家庭や地域で安心していきいきと

暮らしていくために地域福祉の推進に努める必要が出てきたのです。

それでは「地域福祉って何？」という最初の疑問に戻りましょう。

震災の事例における「顔のみえる関係」の大切さから地域福祉を考えてみまし

ょう。

(1) 「顔のみえる関係」の大切さ
～震災の教訓から～

阪神淡路大震災においては、約３万人の方が瓦礫
がれ き

の下敷きになり、6,433人の

方が亡くなられるという大惨事となりました。

その原因の84％が建物の倒壊や家具などによる「圧死」です。

震災時は救出時間が勝負であり、震災当日の生存率は69％、２日目24％、５

日目に４％と低下していきました。

また、震災時における救出活動は、「自力」「家族」「地域の住民」が８割を占め、

自衛隊・消防による救出は、わずかだったということです。

震源地となった北淡
ほくだん

町（人口約１万人）では、震度７を記録し、町の90％以上

の家屋が被災し、道路・河川・農地・港湾・水道なども壊滅的な被害を被りまし

た。しかし余震が続く危険な状況のなかで、地域住民の自主的な救出活動により、

倒壊家屋に生き埋めとなった人々を救出し、震災当日中に町内全域の救出作業を

終了し行方不明者ゼロを確認するなど、素晴らしい救助活動が行われました。そ

の結果、犠牲者39名、重軽傷者870名と人的被害を最小限にくいとめることがで

きました。

この北淡町では、住民自治・コミュニティ※がしっかりしており、地元消防団

では、「どこの高齢者がその家のどこで寝

ていたかまで知っていた」から助けられた

と言われています。

つまり、緊急時のときにこそ「地域の顔

のみえる関係」がそのままあらわれ、日頃

の地域の人との絆が、いかに大切かが問わ

れるものであり、亀岡の地域福祉を進める

うえでも重要な視点といえます。

12

コミュニティ
①共同体、地域社会、共同
生活体。
②地域社会。仲間意識をも
って共同の生活をする集団、
地域及び人々。

３ 地域福祉の必要性



(2) “気づき”からの支え合い・助け合いの取り組み
～顔のみえる関係づくりに向けて～

私たちの身の回りには、高齢で介護を必要とする人、障害のある人、そして子

育てや家族の介護で悩んでいる人もいます。また、ひとり暮らしで話し相手のい

ない人など、様々な悩みや不安を抱え、何らかの支援を必要とする人々がいます。

困りごとを抱えている人を支援するためには、福祉の充実が必要ですが、困り

ごとは一人ひとり微妙に違い、ライフスタイルも様々で、福祉のニーズは多様

化・高度化してきています。

私たちの身近な地域で「顔がみえる関係」をつくりあげ、お互いの必要な情報

を共有できる仕組みをつくっていくことが、こうした身近な様々な生活課題の解

決につながっていくのではないでしょうか。

このような関係が地域で生まれれば、「あの人はこういったことで困っているん

だなあ、私に何かお手伝いできることはないかなあ」という“気づき”につなが

っていく、そして、このことが地域での支え合い・助け合いの取り組み＝「地域

福祉」になっていきます。
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「地域福祉」は、一人ひとりがお互いの人権を
認め合い、顔のみえる関係のなかで人と人との
つながりや出会いを大切にして、互いに助けたり、
助けられたりする「家族的な地域社会」をつくって
いくことです。
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亀岡市の地域福祉を取り巻く現状はどうなっているのでしょうか？

人口や世帯などの統計資料からは少子高齢化や核家族化が進んでいることがわ

かり、高齢者のいる世帯が増加している現状などがあります。

また、市内では地域福祉を支える活動が活発に展開されています。

これらの活動状況や市民の地域福祉に関する意識を含めて、地域福祉の現状を

みてみましょう。

(1) 少子・高齢化等の現状

① 少子・高齢化の推移

昭和40年から平成12年までの年齢３区分別人口割合の推移をみると、年少人

口率が低下し、高齢化率が上昇しています。年少人口率については、昭和40年に

24.7％であったものが、平成12年には16.5％と減少しており、少子化の現状が

うかがえます。（直近の年少人口率は15.0％）

また、高齢化率は、昭和40年の8.1％から、平成12年には14.1%に増加（35

年間で６％増加）。特に直近の高齢化率は16.1％と、この４年間で２％も増加し

ており、亀岡市においても少子高齢化が急速に進行しています。

第１章　亀岡市の地域福祉を取り巻く現状と課題

16

１ 亀岡市の地域福祉を取り巻く現状



② 団塊の世代の高齢化　～2015年には、超高齢化社会が到来～

昭和63年の35～39歳代そして平成16年の55～59歳代が団塊の世代にあた

りますが、今後団塊の世代の高齢化により、本市においても高齢者の増加が見込

まれます。
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③　核家族化の進展（世帯数の推移から）

昭和40年以降の世帯数の推移を国勢調査でみると、近年の社会増を背景として

増加傾向が続いてきました。昭和40年から平成12年の39年間では、世帯数は約

3.2倍に増加しています。

一方、世帯あたり人員は減少傾向にあり、昭和40年に1世帯当たり4.56人でし

たが、平成12年には3.09と家族の少人数化が進み、核家族化が進んでいます。
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④ 高齢者世帯の状況

高齢者世帯の推移についてみると、65歳以上の高齢者のいる世帯は昭和60年

から平成12年にかけて増加傾向にあります。高齢者のひとり暮らし世帯について

も同様の傾向がみられます。

今後、本市においても団塊世代の高齢化により高齢者世帯はさらに増加するも

のと考えられます。
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⑤ 障害者の状況

ｱ） 身体障害者の状況

平成11年度から平成15年度における身体障害者手帳所持者数の推移をみると、

多少の増減を繰り返しているものの、

全体としては増加傾向にあり、平成15

年度における総数は3,460人で、平成

11年度と比較すると199人の増加とな

っています。また、総人口に対する比

率は3.62％となっています。

年齢別にみると、平成15年度では0

～17歳が64人、18～64歳が1,291

人、65歳以上が2,105人と高齢層の所

持者が最も多くなっています。 資料：平成16年度版　亀岡市の福祉

ｲ） 知的障害者の状況

平成11年度から平成15年度におけ

る療育手帳所持者数の推移をみると、

毎年わずかずつ増加しており、平成

15年度における総数は556人で、平

成11年度と比較すると95人の増加と

なっています。また、総人口に対する

比率は0.58％となっています。

年齢別にみると、平成15年度では

0～17歳が124人、18～64歳が

394人、65歳以上が38人となっています。
資料：平成16年度版　亀岡市の福祉

各年度３月末日現在
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ｳ) 精神障害者の状況

平成11年度から平成15年度における精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移

をみると、毎年増加傾向にあり、平成15年度における総数は150人で、平成11

年度と比較すると81人の増加となっています。また、総人口に対する比率は

0.16％となっています。増加数は、平成14年度から平成15年度にかけての伸び

が顕著であり、このことは、平成14年度からの法改正によって、精神障害者保健

福祉手帳の申請などの事務が府から市へ移管されたことにともない、利便性の向

上などが図られたことが要因として考えられます。

しかし、精神科医療機関で医療を受けている人の数などをみると、手帳を所持

していない人が相当あることが予測されます。
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⑥ 生活保護の状況

生活保護世帯の推移についてみると、平成７年を境にバブル経済の崩壊や長引

く不況を反映して、近年増加傾向にあります。

22

3.0

5.5

8.0

10.5

13.0

昭和�60年� 平成�2年� 平成�7年� 平成�12年� 平成�15年�

保護率�の�推移�
‰�

亀岡市�
府�（�京都市�を�除�く�）�

全国�

7.3

13.3

6.4

8.8

11.9

7.0

8.2

10.8

9.3

6.9

4.4
5.7

8.2
8.0

5.8

 

 

 

  
 



（２) 地域福祉を支える活動

① 地域ぐるみの福祉活動

すべての市民が地域社会の一員として、心の交流を保ちながら安心して暮らせ

る「ふれあいと支え合いのある心豊かな福祉社会」を築くため、地域住民自らが

実施主体となり、一人ひとりのニーズに応じた、きめ細かな福祉活動が地域ぐる

みで展開されています。なお、ここに掲載している活動は、現在市が把握してい

る活動の一部であり、地域ではもっとたくさんの団体により活発な活動が展開さ

れています。

ｱ）地域ぐるみの高齢者支援

誰もが長く住み慣れた地域で生活できるよう、地域住民等が担い手となり、身

近な地域の施設等を活用し、自宅にとじこもりがちな高齢者を対象に、参加者同

士の交流、レクリエーションなどの生きがいづくり活動や介護予防、健康づくり

活動が実施されています。

ｲ）地域高齢者の生きがいと健康づくりの推進

とじこもりがちな高齢者等の社会的孤立を解消するために、地域の自治会や老

人クラブ等が主体となって、地域の高齢者等が家庭・地域・企業などの社会の各

分野で培った豊かな経験と知識を生かした文化伝承活動や三世代交流、スポー

ツ・健康増進活動などの様々な活動を実施しています。
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ｳ）小地域福祉活動

地区社協、民生委員・児童委員、老人クラブ、地域ボランティアグループなど

により、身近な地域において、昼間独居の高齢者の安否確認をはじめ、日常生活

援助・介護援助や「ふれあいサロン※」などの支え合い、助け合い活動（小地域

福祉活動）が展開されています。

・ふれあいサロンの実施状況

ひとり暮らしの高齢者等を対象に、とじこもりをなくし、介護予防や生きがい活動を実施

24

ふれあいサロン
高齢者や障害者、子育て中
の親など地域の中で孤立し
た生活をすることなく仲間
と交流やふれあいを持ちな
がら暮らせるように、公共
施設や集会所個人宅などを
活用して行われている。



② 亀岡市におけるボランティア活動

ｱ) 社会福祉協議会ボランティアセンター

亀岡市社会福祉協議会のボランティア

センターには、団体登録18グループ、

450人と個人登録23人、あわせて473

人のボランティアが登録し、市内の様々

な場で活躍しています。

【活動別ボランティアグループ　13グループ】
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【学生ボランティアグループ　2グループ】

【地域ボランティアグループ　2グループ】

ｲ）ボランティア、ＮＰＯなど市民活動団体

亀岡市内には、新しいまちづくりの原動力となる市民活動を行っている団体が

多数あります。これらの団体の連携協力を図るための情報受発信・交流の場とし

て、また活動の拠点として、ガレリアかめおか３階に「かめおかＮＰＯ情報セン

ター」が設置されています。

活動の目的や内容は様々ですが、「福祉・支え合い」、「教育・子育て・青少年」

をはじめとして、あらゆる分野で参加型活動を展開しています。「かめおかＮＰＯ

情報センター」には、ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）を含め約69の市民活動

団体が利用団体として登録しています。
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② 民生委員・児童委員

民生委員は、民生委員法に基づき、市民のなかから選ばれ都道府県知事の推薦

を受けて厚生労働大臣が委嘱します。任期は３年で、児童福祉法の規定により児

童委員を兼務しています。

主な職務は、住民の生活実態の把握、要援護者の自立への相談・助言・援助、

社会福祉事業者又は社会福祉活動者との密接な連携・活動支援、福祉事務所その

他の関係行政機関の業務への協力です。

本市では、現在170人の民生委員・児童委員が活動し、７地区の地区協議会が

あります。

主任児童委員は、児童問題を専門的に担当するために各地区２人ずつ、計14人

配置され、地区担当児童委員の活動に協力・支援して、児童委員活動を推進して

いく重要な役割をはたしています。

民生委員・児童委員活動は、制度創設当初から生活保護の実施との関わりが深

かったのですが、生活保護の相談・支援はもちろんのこと、近年さらに、ひとり

暮らし高齢者の話し相手や、安否の確認のための訪問や地域行事へ参加・協力な

どの「地域福祉を支える活動」が求められています。
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③ 社会福祉協議会

ｱ）亀岡市社会福祉協議会

亀岡市社会福祉協議会は、昭和30年に本市の社会福祉事業における住民活動の

強化を図るための組織として設立されました。昭和48年には、社会福祉法人の認

可を受け、地域福祉推進の中核として各種福祉事業を実施しています。

亀岡市内の社会福祉関係の団体や住民が主体となって組織されており、地域社

会の福祉ニーズに対応して、関係団体・施設と協調連動し、地域社会の民間福祉

活動の中核として「住民が安心して暮らせる地域福祉の推進」を目指して事業を

展開しています。

ｲ）地区社会福祉協議会

地区社会福祉協議会は、地域住民の自主的な組織で、おおむね市内の各町自治

会を単位として、町内会・自治会等の住民自治組織、地区民生委員・児童委員協

議会、小・中学校ＰＴＡなどを主な構成員とする協議体の形をとり、身近な地域

における福祉活動の実践組織です。

現在、亀岡地区、保津町、曽我部町の３町自治会で組織されており、ひとり暮

らし高齢者給食会、ねたきり高齢者への友愛訪問、社会を明るくする運動、各種

募金活動などの活動が行われています。

また、地域のボランティアグループとして西つつじヶ丘では「ふれあいネット

西つつじ」、畑野町では「サポート畑野」など各地で小地域福祉活動が活発に行わ

れています。
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(3) 市民の地域福祉に関する意識

① 福祉活動に関する啓発や情報発信の充実が求められています。

② 市民の約６割が「ボランティア活動に前向き」な姿勢を示しています。

30



③ 市民の約半数が「まちづくりの話し合い」への参加意向があります。

④ 交流や相談の場、支え合い助け合えるまちづくりへの対応が必要です。

在宅福祉サービスの充実を求める声が高い一方で、交流や相談の場、支え合い

助け合えるまちづくりといった、「身近な地域で住民同士のふれあい、支え合い」

による福祉を求める回答も高いことがうかがえます。
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(1) 計画策定の経過（プロセスを重視した計画づくり）

地域福祉計画の最大の特徴は、「計画づくりへの市民参画」です。

亀岡市においても「計画づくりそのものが地域福祉活動の第一歩」という考え

方のもと、計画策定のプロセス（経過）を重視しながら、平成15・16年度にか

けて計画づくりを行いました。

それでは、どのようなプロセスを経て計画づくりを行ったのか、そして、地域

福祉を進めるうえでどのような課題があるのかをみてみましょう。

平成15年度は、まちづくり協議会との共働方式による住民参加型モデル事業

（ワークショップ※）をはじめ、市民や自治会、民生委員・児童委員、ＮＰＯを対

象とした各種調査事業の実施、地域福祉に関する意識啓発・普及事業の実施など、

市民主導、地域主体の一体感を高める計画策定手法を活用しながら、暮らしのニ

ーズ（生活課題）の抽出・対応方策等について検討を行いました。

32

ワークショップ
会議運営の方法で、地域課
題をみんなで考えるために、
関係者が７～8名のグルー
プになり、ざっくばらんに
意見を言い合い、そのなか
から方向性を整理し、導き
出す方法。

２ 「市民参画による計画づくり」を通した課題抽出



★ワークショップの取り組みから

～私たちのまち、ひえよしの『顔のみえる関係づくり』～

田野町・吉川町の「ひえよし地域福祉まちづくり推進協議会」を中心に取り

組んだワークショップでは、「空き教室をサロンに活用する」「具体的な活動に向

けて、ワークショップを継続実施する」といった「地域ぐるみ」の福祉を推進す

る地域住民ネットワーク※の構築に向けた意見が数多く出されました。

また、参加したメンバーからは、地域の特性や実情に応じた生活ニーズ等の具

体化や地域住民の地域福祉（互助・共助の大切さ）に関する意識が向上したとい

った感想もありました。
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(2) 計画策定の手法（平成16年度）

平成16年度は、計画を具体的に審議・検討する組織として「亀岡市地域福祉計

画策定委員会」を設置しました。委員のメンバーは、地域福祉の専門家をはじめ、

福祉関係団体、ボランティア団体、モデル事業関係者、さらに公募参画の市民委

員を含めた15名で構成しました。

委員の人選にあたっては、団体の長・代表者に限らず、各団体の実務者等への

委嘱を行い、計画策定後の地域福祉の実践リーダーとして活動していただくこと

も期待しています。

また、地域福祉の重要な視点の一つである男女共同参画社会※の実現に向けて、

委員の男女比率は50％を目標（実際は女性の比率は46％）にしたことも大きな

特徴です。

委員会の運営については、前年度のモデル事業で実施したワークショップ方式

の検討方法を採用した結果、各委員から様々なアイデアや意見が提案され、委員

会が主体となった独自の計画提言をいただき、市民との共働作業による計画策定

づくりとなりました。
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男女共同参画社会
男女が、社会の対等な構成
員として、自らの意思によ
って社会のあらゆる分野に
おける活動に参画する機会
が確保され、もって男女が
均等に政治的、経済的、社
会的及び文化的利益を享受
することができ、かつ、と
もに責任を担うべき社会の
こと。



プロセスを大切にした計画づくりのなかで、策定委員会ワークショップやひえ

よし地域福祉まちづくり推進協議会によるモデル事業（市民ワークショップ）、市

民アンケート調査・地域福祉カルテ調査等の各種調査事業等を実施し、地域や市

民の皆さんから様々な課題・意見やアイデアをいただきました。

この「皆さんの声（課題・意見）」を整理しますと、大きく３つの課題に分ける

ことができました。

その３つの課題とは、

(1) 地域ぐるみの福祉活動の促進に関する課題

(2) こころ豊かに安心して生活できる環境づくりの推進に関する課題

(3) 自立を支え、自ら生きるための仕組みづくりの推進に関する課題　です。

では、それぞれの課題をみてみましょう。

(1) 地域ぐるみの福祉活動の促進に関する課題

①　支え合いの基盤となる「福祉コミュニティづくり」の推進　

希薄化した地域住民のつながりを取り戻し、孤立しがちな人々を支援するため、

身近な地域住民の参加・行動による福祉活動の充実が必要となっています。

自治会、民生委員・児童委員、社会福祉協議会等これまで長く地域福祉活動を

担っていた地域組織と、ＮＰＯ、ボランティア団体などの新たな市民活動などが、

地域でうまく組み合わさり、横のネットワークを作り、地域ぐるみで支え合う仕

組みの基盤となる「福祉コミュニティづくり※」が必要です。

■　策定委員会からの声
・ひとり暮らしや高齢者世帯への声かけ・見守り・安否確認・友愛訪問、緊急時の対応、介護・移送・
家事や相談などの生活支援が必要
・体力や意欲の低下した高齢者は、外出機会の減少により萎縮・虚弱化し、介護が必要となるがどの
ように対処するのか
・民生委員や老人介護支援センターの目が行き届いていない
・独居者の見守り体制が確立されていない
・地域でなかなか外へ出られない人への支援
・自治会やこども会など地域団体の役員のなり手が少ない
・サークルやグループ等の小規模なものはできるが、団体は育たない

■　市民、地域からの声
・高齢者の孤独死や児童虐待が社会問題となるいま、隣近所が協力し支え合う組織づくりが急務
・町自治会や民生委員等と連携した福祉コミュニティ組織づくりが必要
・高齢化を迎えるにあたって、近所づきあいの希薄な市街地や団地への取り組みをどうするか
・地域住民相互が思いやり、相互扶助の温かい地域づくりが大切
・若年層を取りこんだ新しい形の近所付き合いの仕組みが求められている
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３ 地域福祉を推進する上での課題

老人介護支援センター
介護に関する様々な相談や
各種保健福祉サービスとの
連携・調整、サービスの情
報提供、利用手続きの代行
等を行う機関で保健福祉サ
ービスを取り扱う総合窓口
としての役割をはたす。し
ないには8ヶ所の老人介護
支援センターがある。

福祉コミュニティ
コミュニティ（community）
は日本語で「共同体」や
「地域社会」のことを指す。
「福祉コミュニティ」は、従
来の単なる地域共同体では
なく、地域の住民が地域福
祉の向上のため、福祉施策
や事業、活動を重視する福
祉型の地域共同体のこと。
具体的には、住民参加に基
づく公私協働よって推進さ
れ、地域組織化へと発展さ
せるべきものであり、地域
福祉の最終目標であるとい
われている。



②　地域住民による支え合い活動の促進

身近な地域での福祉活動を進めるためには、活動へのきっかけづくりや、地域

における交流・生きがいづくりの推進が必要です。

また、市民は福祉サービスの受け手であるだけでなく担い手でもあることから、

多様な提供主体が共働して、地域に根差した一人ひとりに合ったよりよい福祉サ

ービスを創り出していく取り組みへの支援が必要です。

■　策定委員会からの声
・こどもの交流・遊び（同年齢・異年齢集団）や三間（仲間・時間・空間）の不足
・こどもの予備体験が必要（横のつながりはあるが、縦のつながりがない）
・京都学園大の学生が、地域のこどもたちとふれあう機会が必要
・核家族化が進む現在、どのように高齢者・障害者やこどもと関わりを持てばよいのか、わからない人が
いるのではないか
・子育てに悩む親が増えてきている
・中・高校生の若い母親は、教育費のためにパートに出ることが多く、地域活動や健康づくりのスポーツ
の場に参加する時間がない。
・スポーツ活動をしているこどもは一部であり、多くのこどもは習い事や塾通いに追われ、体力の低下や
心の健康という点で問題を抱えている
・人の世話になりたくないと問題を家族だけで抱えようとする
・高齢者が増え、近所付き合いを含めた地域との関わりが少なくなった
・こどもが少なく寂しい町になってきた
・アパートの方とは会話なく、交流もない

■　市民、地域からの声
・交流、ふれあいの場の充実が求められる
・新しい団地に住む人たちは地域活動への関心・参加（区役員になるなど）が少ない
・伝統行事や各種行事への参加者が少ない
・こどもとおとなの共通の場づくり・気軽に集まれる場所がいる
・ＮＰＯや社会貢献活動等に関する啓発が大切
・地域のリーダーとなる人材を育成していく必要がある
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③　地域福祉ボランティアの育成・活動の推進

多彩な地域福祉活動を支える福祉ボランティアなどの福祉の人材を育て、地域ボラ

ンティア・リーダーをはじめとした福祉マンパワーの確保を図ることが必要です。

■　策定委員会からの声
・地域でボランティアをしたいとき、どこへ相談に行けばいいのかわからない
・個々のボランティア活動はあるが、ボランティア間のつながりが弱く、地域に広がりがない
・ボランティアの裾野を拡大する。私の時間・あなたの時間を少しだけ分かち合う意識が大切
・高齢者の活躍の場がない
・介護保険の対象にならない人への対策をどうするか
・労働力は提供するが、ボランティアに必要な経費（交通費など）は負担して欲しい
・ボランティア数が少ない
・ボランティア活動に対する社会的支援・評価が低い

■　市民、地域からの声
・若年層をいかにして地域活動へ巻き込んでいくか、工夫が必要
・地域のまちづくりの課題やまちづくりの方向性を明確にする取り組みが求められている
・困っている人や、助け合いの場やボランティア活動・組織についての情報が得られない
・ボランティア活動に関する相談窓口や情報交換の場がいる
・「独居老人･高齢者の安否を気遣っていく」活動の充実が求められている

④　社会福祉協議会との連携強化

社会福祉協議会は、本市の地域福祉を推進するうえで重要な役割を今まで以上

にはたしていくものとして期待されています。

■　策定委員会からの声、市民・地域からの声
・社協を利用すると「こんなにいいよ」という情報が欲しい
・社協は地域に積極的に出てきてほしい
・ＮＰＯ情報センターには様々な分野の団体が所属しており、社協もこれらの団体と連携をとる必要が　
ある

・ボランティア団体間の横の連携をスムーズするなど、ボランティア活動が活発化するよう支援をして
ほしい
・地域住民の声を拾うならば、地区社協が必要
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(2) こころ豊かに安心して生活できる環境づくりの推進に
関する課題

①　人権尊重の視点に立った地域の支え合い意識の醸成

地域住民の主体的な福祉活動への参加促進の素地として、福祉に対する理解を

深め、福祉のこころを醸成させるため、周知・啓発を推進するとともに、地域の

教育機関や団体などが連携して福祉教育を推進することが必要です。

■　策定委員会からの声、市民・地域からの声
・こどもたちに命の大切さや思いやりの心を育みたい
・人権を守る気持ちが地域福祉の原点。一人ひとりが相手を思いやり、お互いを大切にする意識をみんな
が持つことが必要
・地域に無関心な人が増えており、こうした意識改革を進めなければ地域福祉を叫んでも難しいのではな
いか
・人とのコミュニケーションを取るのが下手な大人・こどもが多い。地域福祉のキーワードはコミュニケ
ーションではないか。（インターネット・携帯電話・人との接触を必要としない社会構造も原因の一つ）
・虐待やいじめ等の人権侵害について、地域・家庭やクループなどでしっかり考えることが大切
・多世代が交流できる場所・機会をつくることで、自然に福祉意識が生まれると思う
・地域住民一人ひとりの心のバリアフリーが望まれる

②　災害時や防犯に備えた地域連携

様々な人がお互いを理解し、日常的に交流をかわし「顔のみえる関係」が築か

れている、こういった地域でのつながりが、災害時の安否確認や避難誘導などに

おいても「防災・安心のネットワーク」として機能することが期待されます。

■　策定委員会からの声、市民・地域からの声
・災害時対策がどうなっているのか不安
・日頃からひとり暮らしの高齢者等を見守る声かけ活動だけでもいいから、地域住民が実際に動いて活動
をすることが大切
・地震や水害などの一刻をあらそう緊急時に、高齢者や障害者を支援する仕組みが必要
・災害時、行政や民生委員と町内会役員ばかりに頼っていられないので、地域にボランティア組織を作る
などして地域独自のシステムをつくらないとダメだと思う
・地域の支え合いマップをつくるなどして、災害時に高齢者・障害者を地域でどうやって支援していくか
考えることが必要だと思う
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③　既存資源の活用による交流・ふれあい活動の拠点づくり

学校の空き教室や地域の公民館、文化センターなど地域施設の有効活用などが

地域福祉推進の課題であり、これらを通じた住民の福祉活動への参加促進などを

図ることが必要です。

■　策定委員会からの声、市民・地域からの声
・市内にある文化センターなどの公共施設は、今後どのように地域福祉の拠点として活用していくのか
・地域のなかで集い・憩い・癒しの空間をつくるために、空き家の利用（生活空間の再利用）や「鎮守の
杜」の機能再生が求められている
・介護予備軍・高齢者予備軍、そして住民のための健康づくりの場所が必要
・障害のあるこどもたちが気軽に集い、地域のこどもたちと自然に遊べる場所がいる
・学習や講座などの文化活動を通して住民交流を行える場が身近な地域にいるのではないか
・夏祭りなどの地域行事は、高齢者がこどもたちに「かがり火」づくり等の伝統文化や高齢者の知恵を伝
える絶好の機会であり、継承していく取り組みが大切
・集会施設や介護予防的な施設を充実してほしい

④　人にやさしいまちづくりの推進

人に会ったり、買い物をしたり、レジャーに行ったりなど、出かけることは生

活の基本になります。そのため、すべての人が自由に外出できるよう工夫が求め

られています。

■　策定委員会からの声、市民・地域からの声
・亀岡駅周辺は、車が多く段差もある
・段差の多い道や薄暗い道が多い
・こどもが安心して外で遊べない
・市道を通る大型車が増加し、通学路などの危険も増えた
・バス停までの距離が遠く、便数も少なく、バスの運賃も高い
・移動の便が悪い亀岡市では、高齢者が必要とする日常的な移動（買い物・病院・市役所・駅など）を
どのように支援するのか
・コミュニティバスがあるが、一時間に一回で不便である
・病院や買い物などの近距離（タクシーを使うまでの距離ではない）の移送手段がない
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(3) 自立を支え、自ら生きるための仕組みづくりの推進に
関する課題

①　SOSを見逃さない地域の仕組みづくり

地域住民の自立した生活を支援するため、地域で福祉サービスの提供・相談支

援体制の充実強化や地域組織及び保健・医療分野との連携が課題であることから、

これらに配慮した地域における総合的なネットワーク体制を強化することが必要

です。

■　策定委員会からの声
・地域の少数者（そっとしておいてほしい人、参加したくない人、プライバシーを大切にしたい人、ひき
こもり）をどのようにフォローしていくかを考えていかなければならない
・あらゆる福祉サービスの提供になじめない人々や輪のなかに入れない高齢者を、どのようにサポートし
ていくのか

■　市民、地域からの声
・隣の高齢者夫婦への声かけを行っているが、昔のように向こう三軒両隣の関係を築いていくことが必要
と感じているし、ＳＯＳを出している人の早期発見や防犯上も有効ではないか
・地域福祉の第一歩は、隣近所での日常的なあいさつ、声かけからではないか
・「ＳＯＳのキャッチ」から相談や適切な福祉サービスにつなげる一貫した取り組みが必要
・老人介護支援センターの所在地や事業内容の周知が必要となっている
・民生委員は地域の災害弱者と呼ばれるひとり暮らしの高齢者・障害者を一定把握しているが、プライバ
シーの問題で活動の場が制限されてしまう
・プライバシーの問題が根底にあり、高齢者・障害者等の地域住民の実態把握が難しい
・プライバシーの問題にしばられず、まずは何か行動に移すことが大切だと思う。そのためには地域住民
の理解・協力を得られる、地域主体の福祉組織づくりが大切
・人間関係が希薄だからプライバシーの問題が生じてくるのでは。出会いの場を多くする努力が必要だと
思う
・核家族化の時代とはいえ、やはり地域での人の交流、コミュニケーションが大切だと思うので、ここか
ら見直していくことが地域福祉のはじまりだと思う
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②　地域の相談体制と情報提供の充実

身近な地域のなかで、気軽に保健や福祉に関する相談をすることができるよう、

総合的な相談・支援体制の充実を図ることが必要です。

また、住民が福祉情報を的確に獲得し、自ら有効な福祉サービスの提供が受け

られるよう地域における情報提供・共有の充実を図ることが必要です。

■　策定委員会からの声、市民・地域からの声
・困ったときに助けてくれない関係や、相談できない関係の改善が必要
（本当に困っている人が気軽に相談できる窓口が必要なのではないか）
・老人介護支援センター、民生委員、自治会等の横の連携（ネットワークづくり）が必要だと思う
・民生委員活動を行うなかで、高齢者・障害者の情報を必要とするが、プライバシー問題や個人情報の保
護もあり、行政から情報が得られず苦慮している
・高齢化がますます進み、今後は介護予防、生きがい対策に重点をおいたサービスを提供してほしい
・専門用語（カタカナの情報も多い）がわからない。市民にわかりやすい表現で福祉サービスに関する情
報を提供してほしい

③　福祉サービス利用者の権利擁護

今後増加が見込まれる高齢者・障害者などに対して権利擁護・相談体制の充実

などにより福祉サービスの質の確保を図り、適切な福祉サービスの利用の促進に

努めることが必要です。

■　策定委員会からの声、市民・地域からの声
・成年後見制度等の権利擁護の取り組みに関する周知啓発が必要
・福祉サービスが充実した、お互いに助け合い、支え合えるまちを実現するためにも、福祉サービスの質
向上の取り組みを進めていくことが必要
・サービス提供者の質、とりわけ人権意識に関する育成プログラムの作成が必要
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近年、家族のきずなや地域でのつながりが希薄になっています。だれもが個人

の多様性を認め合い、心のふれあいを大切にし、優しさを実践できる「顔のみえ

る地域社会」を育むことが必要です。

このような思いや、市民アンケート調査、モデル事業（市民ワークショップ）、

そして策定委員会によるアイデア提案などで積み上げられた「市民や地域の声」

を具体化するため、次の「基本理念」を掲げ、その理念の実現に向けた「視点と

目標」を設定しました。

亀岡市地域福祉計画の基本理念

第３次亀岡市総合計画で掲げた基本構想「支え合い、助け合うあたたかいまち」

の実現に向けて、地域に関わるすべての人たちが共働して地域福祉を推進するた

め、次の基本理念を定めます。

第２章　地域福祉計画の基本理念・視点・目標

44
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美しい保津川の流れと豊かな緑に恵まれ、京阪神都市圏とのアクセスに優れた

個性を活かした便利で快適なまち、亀岡。にぎわいの中にどこかなつかしさを感

じさせる、故郷のおもかげがただようまち。私たちはこのような地域で日々生活

を営んでいます。

障害のある人、こども、高齢者、同和問題、女性等に関する様々な人権問題に

配慮し、地域社会の中で一人ひとりが自立し、平等な立場でお互いがそれぞれの

存在を認め合いながら、一人ひとりの生命（いのち）を尊び、『だれも排除されな

い、だれも差別されない、すべての住民がともに生きる寛容で懐（ふところ）の

深い社会（ソーシャル・インクルージョン※）』を目指して、地域で生活する私た

ちが中心となって「福祉のわ（心の和と人の輪）」をつくり、地域に拡げていくこ

とが最も重要です。

「福祉のわ」が拡がり、住民同士のふれあいや学びあいをとおして、地域のさ

りげない見守りや、近所に相談相手がいるといった「つながり」が安心感を生み、

地域でお互いに助け合うことで、だれもが地域社会の一員として「自立」した生

活を送ることが可能になります。

そして、一人ひとりの顔がつながり、お互いにわかりあえる「顔のみえる関係」

が日常的に地域にあれば、支え合いや助け合いが自然に生まれ、ひとりで悩みを

抱えている人や声を出しにくい人の想いに応えることができるようになるでしょ

う。また、たとえ災害に直面しても、地域で力を合わせて様々な困難を乗り越え

ることもできるでしょう。

地域の支え合いや助け合いは、一人ひとりの顔が日常的につながる関係、言い

換えれば小地域での“普段着の福祉”から始まり、継続的なまちづくりの活動

（福祉コミュニティづくり）へと発展します。

一人ひとりの想いが生かされ、いきいきと輝き、人もまちも活力にあふれ豊か

になる。

それが、私たち一人ひとりが創る亀岡の地域福祉の姿です。

支え合い・助け合いのある顔のみえるまち　かめおか
～　ともに生きる社会の実現　～

ソーシャル・インクルー
ジョン
Social Inclusion
「ソーシャル・インクルージ
ョン」は、地域福祉の法的
根拠である社会福祉法の新
しい理念であり、差異や多
様性を認め合う地域住民相
互の連帯や心のつながりを
築くという考え方である。
地域福祉はこれを実現する
ための手段として、貧困者、
失業者、ホームレス、外国
人、障害者等様々な立場の
人を排除せず、すべての
人々を包括し、地域社会へ
参加・参画することを促す
ものととらえる。
平成12年12月８日付けで
厚生労慟省社会・援護局が
まとめた「社会的な援護を
要する人々に対する社会福
祉のあり方に関する検討会
報告書」において、「ソーシ
ャル・インクルージョン」
はすべての人々を孤独や孤
立、排除や摩擦から援護し、
健康で文化的な生活の実現
につなげるよう、社会の構
成員として「包み支え合う
社会づくり」とされている。

．

．
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亀岡市地域福祉計画には、次の４つの視点を盛り込んでいます。

２ 計画の視点

　支援を必要とする市民が、個人とし
て尊重されるとともに、男女共同参画
の考えのもと自立した生活を送れるよう、
同和問題をはじめ、こども、高齢者、
障害のある人などに関する様々な人権
問題に配慮しながら、お互いを認め合
い支え合う、「ともに生きる地域づくり」
　　を目指します。�

基本的人権を重んじ、誰もがお互いを
認め合い支え合う「ともに生きる地域
づくり」�

「ともに生きる地域づくり」�

　行政では手の届きにくい日常的で身
近な生活課題についても、様々な人々
の参加と共働による地域での助け合い、
支え合いによって対応できる「あたた
かい地域づくり」を目指します。�
�

市民の参画と共働により、お互いに助
け合い支え合う「あたたかい地域づくり」�
�

「あたたかい地域づくり」�

　地域の特性をふまえて、現代の福祉
課題に地域からも積極的に挑戦し、人
と人とのつながりを基本とした「にぎ
わいに満ちた地域づくり」を目指します。�
�

人と人とのつながり、地域の「元気力」
を活用した「にぎわいに満ちた地域づ
くり」�

「にぎわいに満ちた地域づくり」�

　地域にある様々な福祉資源をネットワ
ーク化し、全体として大きな「福祉力」
ともいうべき力を発揮できるような「や
さしさにあふれる地域づくり」を目指し
ます。�

まちの資源とネットワークを大切にした
「やさしさにあふれる地域づくり」�

「やさしさにあふれる地域づくり」�

�



(1) 地域ぐるみの福祉活動の促進

地域住民、地域の諸団体、行政が共働して個人の人権を尊重しつつ地域住民が

支え合い助け合う仕組みづくりを進めます。また、地域住民、ボランティアや

ＮＰＯ、地域の諸団体、民間事業者など地域福祉を担う人々の発掘・育成を進め、

「地域ぐるみ」の福祉活動を促進します。

(2) こころ豊かに安心して生活できる環境づくり

人権尊重の心が地域の福祉を進める力を高め、さらに福祉が人権尊重の心を育

んでいくような福祉文化を創造するための取り組みを進めます。

また、福祉活動以外の住民活動を展開している人々に福祉の意識を持っていた

だく取り組みを行っていくとともに、学校活動や企業活動を福祉に結びつける福

祉教育を推進します。

すべての市民の社会参加を促進するための物心両面からの環境整備を行うとと

もに、情報格差が生じないような配慮や仕組みづくりを進めます。

また、防災面からも地域における福祉力を高めながら、災害時への対応力を備

えるネットワークづくりに努めます。

(3) 自立を支え、自ら生きるための仕組みづくり

市民の福祉ニーズが身近な地域で適切にサービスと結びつく仕組みづくりを進

めていきます。

また、支援を必要とする市民が地域で自立した生活を送れるよう、様々なサー

ビスを市民が効果的に利用できる体制の確立を目指します。
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ともに生きる社会の実現�
～顔のみえる福祉コミュニテイ～�



地域福祉計画の基本的な考え方�
計画の目的�

地域福祉の対象�
地域福祉推進の担い手�

計画の位置づけ�
計画の圏域（地域のとらえ方）�

計画の期間�

３�第�章�



「あの人はこういったことで困っているんだなあ、私に何かお手伝いできるこ

とはないかなあ」という“気づき”を地域での支え合い・助け合いの取り組み＝

「地域福祉」につなげるために、これまでの“行政主導型の福祉のまち”から、住

民同士の「顔のみえる関係」のなかで助け合い・支え合い活動が盛んに行われ、

住民と行政が共働で福祉に取り組む“パートナーシップ※型の地域福祉のまち”

への転換に向けた新たな第一歩となるのが、今回の地域福祉計画の策定です。

地域には、障害のある人ない人、性別、国籍、文化や年齢の違う人など様々な

人が暮らしています。「地域福祉」は、そうした一人ひとりがすべて地域社会の構

成員であることを認め合い、地域での人と人とのつながりを大切にして、お互い

に助けたり、助けられたりする関係をつくっていくことです。

これまでの「福祉」というと「高齢者や障害者のためのもの」というイメージ

をもっている人が多いかもしれません。

だれでも病気になったり、介護が必要になったり、子育てで悩んだりするなど

日ごろの生活のなかで手助けが必要になるときがあります。

そんなときに、市や専門機関と地域住民や地域福祉活動団体・ボランティアな

ど地域に関わるすべての人たちが共働して、支援を必要としている人たちを支え

ていく「地域住民による相互の助け合いシステム＝地域福祉のシステムづくり」

が求められるようになってきました。

少子高齢化や都市化の進行等により地域・人のつながりが希薄化するなか、社

会的な不安・ストレス・孤立といった問題を抱え、身近な助けや支えを必要とす

る人々が増加しています。

このようななかで、障害者、こども、高齢者、同和問題、女性等に関する様々

な人権問題、ひとり暮らしの高齢者がだれにも看取られずに亡くなる孤独死、虐

待、引きこもり、また災害時の要配慮者支援など、地域の理解と協力なしには解

決できない様々な生活課題が生じています。

このような生活課題を地域社会の力を活かし、住民同士の見守り・声かけ・ふれあ

い・助け合い・支え合いなど家族的な地域づくり（福祉コミュニティづくり）を進め

ながら、地域ぐるみでともに解決していこうというのがこの計画の目的です。

社会的支援を必要としている人をはじめすべての人々が、地域で孤立せず、だ

れも排除されない、差別されない、すべての住民がともに生きる寛容で懐（ふと

ころ）の深い社会（ソーシャル・インクルージョン）の実現を目指して、その基本

となる共通理念や行動指針となる推進プログラム・重点項目などを定めるものです。

第３章　地域福祉計画の基本的な考え方
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パートナーシップ
(Partnership)
「連携・提携」のこと。様々
な立場の人が、対等な関係
に立ち、双方が責任の主体
になることで相互に自立し、
差異を超えた対等な関係・
役割分担の中で連携するこ
とを指す。行政と市民及び
地域の事業者などが互いを
パートナーとして認め合い、
手を取り合って、よりよい
施策を検討・実施していこ
うという考え方。

１ 計画の目的



亀岡市に住むすべての人々が地域福祉の対象となります。

支援を必要とする高齢者や障害のある人、本人やその家族だけを対象とするの

ではなく、地域のなかで孤立しがちな子育てに悩む親、ひとり暮らしの高齢者、

外国籍を持つ市民等、国籍、性別、年齢に関わりなく地域に住むすべての人々の

生活課題を地域福祉の対象としてとらえていくことが重要です。

地域福祉は、その地域に住んでいる人、働いている人、学校に通学している人、

活動している団体など、「地域で生活し、活動しているすべての人」が推進の担い

手です。

具体的には、地域住民、要支援者の団体、自治会、一般企業、商店会等、社会

福祉協議会、民生委員・児童委員、ボランティア、特定非営利活動法人（ＮＰＯ

法人）、住民参加型在宅サービス団体、学校、農業協同組合、消費生活協同組合、

社会福祉法人、社会福祉従事者（民間事業者を含む）、福祉関連民間事業者など

です。

今後、これらの人や団体がネットワークをつくり、地域の課題解決のため、積

極的に情報交換を行い、活動していくことが求められています。
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(1) 根拠法令及び市総合計画等との関係

本計画は、亀岡市総合計画基本構想を上位計画とした個別計画であり、社会福

祉法第107条に規定する「市町村地域福祉計画」として本市における地域福祉推

進の基本的指針となるものです。

また、京都府地域福祉支援計画の内容をガイドラインとして策定しました。

(2) 保健福祉分野の個別計画との関係

本計画は、保健福祉分野の個別計画である公助計画－「亀岡健康いきいきプラ

ン（介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画）」「新亀岡市障害者基本計画」「いき

いきかめおかっこ未来プラン（児童育成計画・次世代育成支援行動計画）」－とは

整合性を図りつつも個別の理念計画として位置づけます。

(3) 地域福祉活動計画（亀岡市社協の活動計画）との関係

地域福祉活動計画※は、地域福祉の推進を目的にし、亀岡市社会福祉協議会が

住民等の福祉活動計画として策定している計画です。地域福祉計画の理念の実現

を目指し、具体的な地域活動を促進していく役割として、相互に連携を図ってい

きます。
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地域福祉活動計画
「福祉のまちづくり（地域福
祉の充実）」を目指すために、
社会福祉協議会を中心とし
て、地域の福祉活動を行お
うとする住民・福祉団体・
施設・保健医療機関・民間
企業などの組織が策定する
もので、地域における住民
などの自主的・主体的な福
祉活動をどう進めるかにつ
いて具体的に定めた行動計
画。地域福祉活動の体系的
な再構築と新たな住民連携
活動の推進をどう計画する
かが課題とされている。

４ 計画の位置づけ



京都府地域福祉支援計画の概要

●基本目標 府民一人ひとりが、地域において、その人らしい自立した生活を安心し
て送ることができるようみんなで支えていく

●地域福祉推進のための４つの視点　
◇個人の尊厳と尊重　◇住民参加と協働　◇地域の特性をふまえた「京都の福祉」の発展
◇担い手及び体制の整備と福祉資源のネットワーク化

●府の取り組み方向
1．地域福祉の担い手づくり
課題
・府民は福祉サービスの受け手と同時に担い手
・府民との協働の仕組みを作っていくことが必要
・社会福祉事業に従事する人々の資質の向上・確保とともに、他人を思いやり、
お互いに助け合おうとする心の大切さの啓発が必要

○　地域福祉を担う団体や人材の育成と確保
○　社会福祉事業に従事する人々の資質の向上と確保
○　積極的な広報啓発と福祉教育の充実

2．福祉サービスを利用しやすい体制づくり
課題
・これまでに整備された福祉資源の効果的活用
・「相談」、「情報」、「福祉サービス」の一連の提供体制が必要
・誰もが安心して、その人にふさわしい福祉サービスを受けられるよう環境整備等
が必要

○　福祉サービスの相談と情報提供の推進
○　福祉サービスを安心して利用できる仕組みづくり
○　地域福祉を推進するための基盤の整備
○　福祉サービスの質の向上と透明性の確保

3．地域のつながりづくり
課題
・人と人とのつながりの希薄化による軽易な日常生活支援の必要性の増大
・府民の自立した生活を支援するネットワークを重層的に築いていくことが必要
・既存資源を「これは福祉に生かせないか」という視点でみつめ直すことが必要

○　地域生活支援のネットワークづくり　
○　防災のネットワークづくり　
○　人にやさしいまちづくり
○　生活関連分野との連携
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亀岡市地域福祉計画概念図
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本市においては、身近な地域で様々な住民主体の助け合い・支え合い活動（小

地域福祉活動）が展開される福祉コミュニティづくりを推進することを計画の目

的としています。

住民主体の福祉コミュニティは、地域の実情等によって様々なエリアが考えら

れます。

そこで計画の圏域（地域のとらえ方）は、行政上の区分や学区といったエリア

にとらわれず、自治会・町内会、さらに身近な日常的なエリア（例えば「向こう

三軒両隣」など）についても、福祉コミュニティを担うそれぞれのＮＰＯ、ボラ

ンティア団体、当事者団体※等の活動範囲に応じて、計画上の「圏域」として柔

軟にとらえます。

なお、本市では、コミュニティづくりや福祉活動をはじめ、防犯、防災、交通

安全、環境衛生などの地域づくり活動が行われており、地域の親睦と連帯の場と

して、重要な役割を担っている各町自治会を基本的な圏域としてとらえます。
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当事者団体
同じ社会的立場や問題を持
つ人々の団体。親睦を深め
交流を図るだけでなく、お
互いの悩みや心配ごとを共
有して、助け合い励ましあ
ったり、情報交換をする中
から、共通の課題に対して
共同で解決を図ったり、自
分たちの問題解決に必要な
課題の把握・整理や提言を
している。

５ 計画の圏域（地域のとらえ方）



計画の期間は、中長期的な展望をふまえ、平成17年度から平成22年度（第３

次亀岡市総合計画基本構想の最終年度）までとし、進捗状況や社会情勢の変化等

に応じて改訂します。

なお、同時期（平成17年度）に策定する「次世代育成支援行動計画」、「新亀岡

市障害者基本計画」や17年度に見直す「亀岡健康いきいきプラン（高齢者保健福

祉計画・介護保険事業計画）」についても地域福祉の共通理念により整合性を図

ります。
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６ 計画の期間



計画推進のプログラム�
地域ぐるみの福祉活動の推進�

こころ豊かに安心して生活できる環境づくり�
自立を支え、自ら生きるための仕組みづくり�

４�第�章�



第４章の計画推進のプログラムでは、「市民や地域の声」を具体化するための

「基本理念」、理念の実現に向けた「視点と目標」を受け、目標に向けた施策の基

本方向を示しています。

「施策の基本方向は明らかになったけれど、具体的にどんなことをやっていけ

ばよいのかわからない」といったことがないように、策定委員会で提案のあった

課題解決の「妙案」「アイディア」や各地域で行われている活動事例を掲載してい

ます。

～福祉コミュニティづくりの推進～

地域福祉を推進するためには、地域住民自らが、地域の問題を自分の問題とし

て受けとめ、地域が一体となりその解決を図り助け合い支え合って生活していく

ことが大切となります。

このため、地域住民、地域の諸団体、行政が共働して個人の人権を尊重しつつ

地域住民が支え合い助け合う仕組みづくりを進めます。

また、地域住民、ボランティアやＮＰＯ、地域の諸団体、民間事業者など地域

福祉を担う人々の発掘・育成を進め、「地域ぐるみ」の福祉活動を促進します。

第４章　計画推進のプログラム
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１ 地域ぐるみの福祉活動の推進

基本目標Ⅰ

地
域
ぐ
る
み
の
福
祉
活
動
の
推
進�

　
〜
福
祉
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
の
推
進
〜�

１�
(1) 支え合いの基盤となる�
　「福祉コミュニティづくり」の推進�

(2) 地域住民による支え合い活動の促進�

(3) 地域福祉ボランティアの育成・活動の推進�

(4) 社会福祉協議会との連携強化�

【施策の基本方向】�【基本目標Ⅰ】�



(1) 支え合いの基盤となる「福祉コミュニティづくり」の推進
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福
祉
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て
何
？
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序

現
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と
課
題

１

基
本
理
念
・
視
点
・
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標

２

基
本
的
な
考
え
方

３

推
進
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

４

計
画
の
推
進
に
向
け
て

５

★策定委員会で提案のあった課題解決の「妙案」「アイディア」
・福祉ネットワーク（近隣者・民生委員や友人で友愛訪問）をつくっていく

・経験を集積していく取り組み。具体的には作文コンクールやアイディア箱を設置する

・福祉団体組織（各地域に福祉委員を置き推進する）や福祉協力員

（高齢者ボランティア、民生委員の補助）を設置していく

・ボランティアを発掘する仕組みづくり、それを組織化してネットワークをつくる

・見守りパトロールを進める。声かけや地域子育てサロンなども行っていく

・誰もがいつでも集まれる場所にふれあいサロンなどをつくる

活動事例

京都市上京区の春日学区では、住民主体で福祉が進められるよう、学区社会福祉協議会を住民福

祉協議会と改め、構成メンバーの各種団体と横の連絡調整を図りながら医療、保健、防犯、防災、

福祉面の活動に取り組み、住みよいコミュニティづくりを進めています。

【活動の内容・特色】

・防災と福祉の活動に取り組む一つのきっかけとなったのは、昭和54年、学区内でひとり暮らし

の高齢者が火事で亡くなるという事件が起きたことです。学区の関係者が集まって反省会が開か

れたことが発端で、「学区の各団体のなかで一つでもいいから、何か高齢者に関する取り組みを

しようではないか」と、「ふれあい訪問活動」や「ふれあい教室」などが始まりました。

・福祉協議会の活動内容はますます盛んになっており、防災、防犯、福祉活動へと幅が広がり、学

区運営のミニデイサービス「ミニケアサロン」（平成４年～）や、住民主導による様々なボラン

ティア活動等が生まれてきています。

コミュニティづくりの現場から　
～ふれあって　自治・福祉・防災のまちづくり～

春日
かすが

住民福祉協議会（京都市上京区）の取り組み

福祉コミュニティづくりの推進

○　地域の人同士が気軽にふれあい、交流できる場づくりを推進し、「見守り」

「話し合い」「助け合い」といった支え合い活動を実践する基盤組織となる

「福祉コミュニティづくり」を支援します。

○　福祉コミュニティの中心となる社会福祉協議会、民生委員・児童委員、NPO、

ボランティア等が身近な地域で十分に活動できるよう、自治会、老人クラブ、

こども会、小・中学校など地域と関わりの深い組織とのネットワーク※形成を

支援します。

○　近隣同士のあたたかい人間交流で支え合う福祉コミュニティづくりに向けて、

声かけやあいさつ、近所付き合いや見守りなどを大切にする風土づくりを促進

します。

ネットワーク
人と人との輪やつながりに
よって、相互の交流や情報
交換などが行われるように
なること。



(2) 地域住民による支え合い活動の促進
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コミュニティ・ビジネス
地域の人々が設立・所有す
る経済的な組織で、地域社
会（コミュニティ）をベー
スに活動し、活動により得
られた利益を地域社会の発
展や組織の活動の展開のた
めに使用する経済活動・市
民活動などのことを指す。

★策定委員会で提案のあった課題解決の「妙案」「アイディア」
・地域の人たちの知恵集めやアイディア・コンクールを行う（小・中・高校生、大学生、

女性、こども、当事者、中年、高齢者のそれぞれの語り）

・亀岡の伝統文化を紹介する場づくり

・ふれあいサロンで出前の介護予防講座を実施していく

・ギャラリーをつくり、若い人をひきつける仕掛を行う

・向こう三軒両隣の精神を浸透させよう

活動事例

県内でも高齢化率が高いこの村では、介護や見守り活動などの支援をどうやっていくかが大きな

課題でした。そこで、小学校の児童たちが中心となった「こどもヘルパー」活動を実施し、高齢者

の話し相手や掃除や草取り等の生活支援を行っています。

こどもたちと高齢者の世代をこえた交流は、こども達に人を思いやる気持ちが芽生え、高齢者は

孤独感を解消するだけでなく、村全体の活気にもつながっています。

～こどもヘルパー大活躍～
熊本県産山村

うぶやまむら

社会福祉協議会の取り組み

活動事例

コミュニティレストラン（通称：コミレス）は、コミュニティ・ビジネスの一つで、飲食店とし

ての機能の他に、地域住民が集うコミュニティセンターとしての役割も担っています。

三重県四日市市のＮＰＯ法人コミレスネットでは、本町通り商店街の空き店舗を利用してコミュ

ニティレストラン「こらぼ屋」をオープンさせました。

こらぼ屋の特徴は「ワン・デイ・シェフ・システム」です。普通の主婦からプロを目指す方まで、

日替わりのシェフが腕をふるいます。家庭料理から多国籍料理まで、様々な味が日替わりで楽しめ

ると評判で、限定20食のランチは完売の日も多く、商店街の賑わいに貢献しています。

～日替わりシェフのコミュニティレストラン～
ＮＰＯ法人コミレスネット（三重県）の取り組み

地域住民による支え合い活動の促進

ＮＰＯ、ボランティアと連携した多様な福祉サービスづくり

○　地域で暮らしの手助けを必要としている人のために、社会福祉協議会、民生

委員・児童委員、地域の団体、ＮＰＯ、ボランティアや隣近所の人たちが協力

して「見守り」「助け合い」「福祉サービスの橋渡し」を行いながら、誰もが安

心して暮らせるまちづくりを進める支え合い活動を促進します。

○　多様化する市民の福祉ニーズに対して、行政や福祉施設だけでなく、新しい

アイデアを取り入れた地域密着型コミュニティ・ビジネス※など、ＮＰＯ、

ボランティアなど多様な主体が担い手となった福祉サービスづくりを促進し

ます。



(3) 地域福祉ボランティアの育成・活動の推進
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★策定委員会で提案のあった課題解決の「妙案」「アイディア」
・ハローワークへのアクセス、母子・高齢者の社会参画メニューづくりを進める

・子育て支援ボランティアを三世代間で行っていく

・ボランティアのシステムづくりを進める。ボランティアの育成プログラムをつくる

・ボランティア活動に対する表彰

・ボランティアのネットワークをつくる

・高齢者ボランティアの育成・活用

・団塊の世代の力を最大限活用する

・ボランティアが気軽につどい交流し、活発な活動が展開されるよう、活動拠点の充実を

図る

・ボランティア意識を育むため、より多くの市民に啓発を行う

ボランティア等人材の育成

ＮＰＯ・ボランティア活動の推進

〇　福祉は人づくりからと言われています。地域で身近な福祉活動を行うボラン

ティア・リーダーや実践者の発掘・育成を行うため、社会福祉協議会やＮＰＯ、

ボランティア団体等と連携して、人材育成の講座・研修会等を開催し支援し

ます。

○　ＮＰＯ、ボランティア活動は、公的サービスでは十分賄うことができない多

様で日常的な福祉ニーズに対応するものとして期待されています。

○　そこで社会福祉協議会と連携しながら、各種ボランティア団体等の活動支援

を図るとともに、活動したい人の意欲を生かすため、活躍の場づくりや情報提

供の充実等を図り、ボランティア活動がしやすい環境づくりを推進します。

○　また、ボランティア活動の拠点として社会福祉協議会が運営するボランティ

アセンターのコーディネート※機能の充実・事業推進を図り、ＮＰＯ、ボラン

ティア団体や福祉コミュニティづくり活動の支援を行います。

コーディネート
さまざまな部分や活動をあ
る一定の方向に沿って組み
合わせ、全体を調整する
こと。
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活動事例

錦町社協では町内26行政区すべてに、公民館等を利用した「いきいきサロン」の設置を目指して

おり、その際、サロンを行政の運営ではなく、地域住民の主体的な運営を期待していました。

そのために、まず、それぞれの行政地区ごとに、主体的に活動をする「キーパーソン」の育成を

目指し、研修を実施しています。

研修を終了したキーパーソンは、現在（Ｈ16．１．１）で100名を超えています。キーパーソ

ンは、地域の実情をよく知っていることもあり、地域の人材を取り込みながら、地域ごとに必要と

する活動を、在宅介護支援センターや役場等と連携を図り、工夫しながら実施しています。

キーパーソンによって、運営されているサロンでは、住民の組織力の強化が図られており、26行

政区の内18行政区では、ひとり暮らしの高齢者見守りネットワークが構築されるなど、地域の福祉

力が底上げされています。

最も活発な活動をしているサロンでは、地区社協的な位置づけへとその機能がさらに強化されて

います。

～ふれあいサロンのキーパーソンの育成～
熊本県錦

にしき

町社会福祉協議会の取り組み

活動事例

植木町には豊富な温泉資源があり、これを活用して、在宅で寝たきりの高齢者や障害者にも家庭

で温泉気分を味わってもらおうと、平成６年から温泉宅配を行っています。

温泉宅配は社協に登録された運転ボランティアが行い、毎月２、３、４の月曜日（9：00～12：

00）に行っており、約20名の方が、月に１回利用されています。

ボランティアの心配りと温泉の温かさで、利用者は心も身体もあったまります。

～ボランティアによる温泉宅配～
熊本県植木

うえき

町社会福祉協議会の取り組み



(4) 社会福祉協議会との連携強化
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活動事例

地区社会福祉協議会（小学校区）ごとに住民参加で地区地域福祉活動計画を策定しており、地区

社協（小学校区）ごとに設置されている公民館が地域福祉活動の拠点として機能しています。公民

館長、民生委員、自治会、老人クラブ等を対象に、福祉活動をテーマにした自主研修会を実施する

など、公民館、生涯学習と連携した地域福祉の推進に取り組んでいます。

～地区社協ごとの住民参加の計画づくり～
松江市地区社協（島根県松江市）の取り組み

社会福祉協議会との連携強化

○　地域福祉の推進を担う中心的な団体である社会福祉協議会との連携を深め、

福祉コミュニティづくりや地域ぐるみの支え合い活動の活性化等を図ります。



～地域福祉の共通基盤づくり～

地域福祉を進めていくうえで、人権尊重の視点が不可欠です。亀岡市では、人

権尊重の心が地域の福祉を進める力を高め、さらに福祉が人権尊重の心を育んで

いくような福祉文化の創造を進めます。

また、様々な市民活動を展開している人々が福祉の意識を持ちながら取り組み

を行っていくとともに、学校活動や企業活動を福祉に結びつける福祉教育を推進

します。

すべての市民の社会参加を促進するための環境整備を行うとともに、情報格差

が生じないような配慮や仕組みづくりを進めます。

また、防災面からも地域における福祉力を高めながら、災害時への対応力を備

えるネットワークづくりに努めます。
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２ こころ豊かに安心して生活できる環境づくり

基本目標Ⅱ
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２�
(1) 人権尊重の視点に立った地域の支え合い意識�
　　の醸成�

(2) 災害時や防犯に備えた地域連携�

(3) 既存資源の活用による交流・ふれあい活動の
　　拠点づくり�

(4) 人にやさしいまちづくりの推進�

【施策の基本方向】�【基本目標Ⅱ】�



(1) 人権尊重の視点に立った地域の支え合い意識の醸成
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★策定委員会で提案のあった課題解決の「妙案」「アイディア」
・体験学習の充実

・空き教室で学ぶこども達に特技を教える（世代間交流）。給食も一緒に、行事にも参加する

・人権・福祉とは何かを学べる講座や学習会など市民啓発を行うための取り組み

・男女共同参画の視点に立って、地域の助け合い支え合い意識を育む

活動事例

町内の小中学校において、高齢者との世代間交流や社会人講師や聴覚障害者を迎えての手話・点

字・車椅子・アイマスクの体験学習や、町社協のボランティアセンターと連携を取りながら、古切

手収集や古布裁断ボランティアなどの体験を行っています。

～福祉体験学習～
京都府精華町内の小学校の取り組み

人権の尊重と福祉意識の醸成

○　人権尊重の視点はすべての活動において欠くことのできないものであり、個

人の尊厳やプライバシーが保たれるとともに、一人ひとりが相手を思いやり、

お互いを大切にする意識が必要です。

○　同和問題や女性、こども、高齢者、障害者、在日外国人などをめぐる人権問

題を課題としながら、社会的支援を必要としている人々が地域で孤立しないよ

う、ともに生き、支え合える地域社会づくりを進めます。

○　ハンディのある人々への理解を深め、無関心や誤解、偏見や差別など心のバ

リアを取り除くための取り組みを推進します。

やさしい心を育む福祉教育の推進

○　やさしい心を育てるため、乳幼児期の家庭にはじまり、学校教育、職場、高

齢期に至るまで、すべての生活面において優しさを育む生涯教育や生涯学習の

充実を図ります。

○　地域のなかで、様々な世代間交流を行うことで、人への優しさや思いやりの

気持ちが自然と地域にあふれる福祉文化の創造を推進します。



(2) 災害時や防犯に備えた地域連携
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★策定委員会で提案のあった課題解決の「妙案」「アイディア」
・災害ボランティアを育てる

・緊急に手助けが必要なときのサポート体制を地域のなかにつくる

・緊急時に支援が必要となる人たちが、どこに住んでいてどのような状況なのかを、地域連

携・ネットワークのなかで把握し、情報を共有していく。また、情報を共有する人が守秘

義務を徹底できるよう、研修等の充実に努める

・学童の安全に配慮した地域ぐるみの見守りネットワークを形成する

活動事例

真鶴町全図に、在宅福祉サービス利用者をとりまくボランティア、登録ヘルパー、社協職員、民

生委員等の居住地がわかるマップを作成しています。地勢的に、災害時に孤立しやすい地域であり、

災害時に誰が誰を支援するのか、どこへ連絡するのか等、話し合いを開始しています。

～住民参加による生活支援ネットワーク（災害時も想定）～
真鶴町社協、ボランティア、ホームヘルパー等（神奈川県真鶴

まなづる

町）の取り組み

災害時や防犯に備えた地域連携

○　地震など大災害があった際は、救急車や消防車がすぐに到着するとは限りま

せん。災害が発生しても、混乱のなかでも自力避難が困難とされる人々への対

応が速やかに行われるよう、地域ぐるみの防災体制づくりや近所付き合い、支

え合いが活発な「顔のみえる地域づくり」を進めます。

○　地域で生じる身近な事件・事故等に速やかに対応するため、地域住民、ボラ

ンティア、自治会、防犯・防災組織、社会福祉協議会、民生委員・児童委員な

どの連携のもとで、こどもや高齢者をはじめとした弱者を地域ぐるみで守る安

心・安全のまちづくりを推進します。



(3) 既存資源の活用による交流・ふれあい活動の拠点づくり
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★策定委員会で提案のあった課題解決の「妙案」「アイディア」
・空き店舗・空き教室や公共施設などを整備して、地域活動の拠点にする。ぬくもりのある

生活空間を再利用して子育て支援、高齢者、障害者、だれもが行ける憩い・癒しの空間を

つくる

・民家や公民館を開放し地域で見守っていく体制をつくる。在宅の高齢者（初期）がこども

の見守りや学童保育を実施し、近所での遊びや学習を見守る

・様々な世代が交流できる場の創造

・「炉端（ろばた）」を地域のなかにつくる

・公民館、生涯学習センター、お寺、神社、広場、空き教室、図書室などを活用していく

・散歩道を活用して、ウォーキングコース、ベビーカー・車いすにやさしいコースなどをつ

くる

・地域で高齢者が定期的・継続的に活動できる場をつくる

・精神的ストレスの解消を図る空間づくり

・地域の身近な施設を利用しやすくするため、使用条件の緩和やバリアフリー化などを行う

既存資源の活用による地域拠点づくり

○　地域の自治会館やコミュニティづくりの拠点である文化センター・高齢者・

障害者・児童福祉施設などの社会福祉施設等において、地域福祉を支える様々

な活動が展開されています。

○　このような地域資源が、身近な地域で世代や障害の有無を超えて多様な人々

が集い、語り、交流を深め、相互に支え合う地域福祉の拠点としてさらに活用

されるよう推進します。

○　また、空き店舗や集会所など十分に活かしきれていない地域の資源を交流・

ふれあい活動の場として有効に活用されるよう推進します。

地域行事の活用による住民交流の促進

○　地域には、運動会、祭り、盆踊り等の地域行事や伝統文化など様々な交流の

場があり、地域のコミュニティを育む重要な交流の機会となっています。

○　これらの地域資源を活用して、こどもと高齢者との世代間交流や、地域にあ

る福祉施設との交流など、日常のなかでこどもや障害者、高齢者がともに心ふ

れあう交流事業を促進します。
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活動事例

外出しにくく、自宅にとじこもりがちな高齢者の外出の機会をつくるために、神奈川県藤野町社

協では、老人クラブや自治会農協、学校、ボランティア等の協力を得て、各自治会、農協の施設を

活用しながら、地域の子育て支援活動と連携した「のびのびクラブ」を実施しています。「のびのび

クラブ」では、幼児教室との交流の実施や、小学校との交流のなかで「昔の遊び」を高齢者が小学

生に教えるなど、地域で子育てを支える基盤づくりに加わっている地域の様々な活動や資源をつな

げて誰もが安心していきいきと生活できる地域づくりを進めています。

～地域資源を活用した住民参加の高齢者サロン～
「のびのびクラブ」（神奈川県藤野

ふじの

町）の取り組み



(4) 人にやさしいまちづくりの推進
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★策定委員会で提案のあった課題解決の「妙案」「アイディア」
・曜日毎のコミュニティバスの運行。月曜は買い物バス、火曜はお医者バスなど

・少人数乗車（ワゴン車も走行）

・コミュニティバスを全市に走らせる

・各地域にあるデイサービス車を活用する（作業所や他施設のものも活用する）

活動事例

福島県小高町では、商工会議所が主体となって乗り合いタクシーの運行を始めています。電話一

本で玄関先から目的地まで格安な料金で運んでくれるうえ、専用の配車センターをもうけ、一回の

運行でできるだけ多くの人を効率よく乗せることで低料金に抑えることに成功しています。

～タクシーを乗り合いにして格安で利用する～
福島県小高町の取り組み

人にやさしいまちづくりの推進

○　高齢者や障害者など誰もが自由に社会参加ができ、世代を超えて助け合い、

支え合うことのできる地域社会をつくるため、物理的なバリア（障壁）を「除

く」ではなく、車いすの人が段差で止まっていたら援助するなど、相互理解と

心づかいが素直に出てくる「心のバリアフリー※化」を推進します。

○　また、生活の基本である「移動」が自由にできるよう、ＮＰＯや民間事業者

等の協力を得ながら、高齢者や障害者等が利用しやすい移動手段の充実を図

ります。

バリアフリー
Barrier-free
「障壁がないこと」を指す。
障害のある人、高齢者など
の行動を阻害するような都
市、環境、建築等の物理的
なバリア、さらに人間の心
理的なバリア、そして社会
的制度におけるバリアなど、
すべての「障壁」を取り除
こうという考え方。



～困ったと声に出せる地域づくり～

亀岡市では、各種保健福祉計画に基づき様々なサービスが行われており、また、

それらの一層の充実を目指しています。しかしながら、福祉サービスを必要とし

ている市民は、常にサービスに結びつくことができるわけではありません。そこ

で、市民の福祉ニーズが身近な地域で適切にサービスに結びつく仕組みづくりを

進めていきます。

また、支援を必要とする市民が地域で自立した生活を送れるよう、様々なサー

ビスを市民が効果的に利用できる体制の確立を目指します。
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３ 自立を支え、自ら生きるための仕組みづくり

基本目標Ⅲ
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(1) SOSを見逃さない地域の仕組みづくり�

(2) 地域の相談体制と情報提供の充実�

(3) 福祉サービス利用者の権利擁護�

【施策の基本方向】�【基本目標Ⅲ】�



(1) ＳＯＳを見逃さない地域の仕組みづくり
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★策定委員会で提案のあった課題解決の「妙案」「アイディア」
・民生委員・児童委員などが中心となり、身近な地域の相談活動を充実する取り組み

・住民のＳＯＳを見逃さない、声を拾う仕組みとなる「人と人とのネットワーク」をつくる

・新聞・牛乳・郵便配達員との連携を進める

・地区社協を立ち上げ、見守りネットをつくっていく

活動事例

高齢者を地域で支えるためには、まちの高齢者のなかで、誰がひとり暮らしで、誰が困っている

かなどの情報をつかむことが先決。そこで東京都の多摩ニュータウン、諏訪公団住宅の自治会では、

毎年敬老の日に「敬老商品券」を配っています。

また、高齢者が商品券をもらうためには、自治会に申込書を提出する必要があり、そこに、住所

や連絡先、年齢などの基本情報を記入していただき、これと引き替えに商品券を渡すことで、自治

会は団地の高齢者の情報をつかむことに成功しています。

高齢者の閉じこもり解消作戦１　～贈り物作戦～　
東京都多摩ニュータウンの取り組み

活動事例

毎日ひとり暮らしの高齢者の安否を確認するための妙案。富山県宇奈月町では新聞配達、郵便配

達、牛乳配達、そして電気、ガス、水道の検針員の方々が、仕事でひとり暮らしの高齢者の家を訪

問するついでに安否を確認しています。

さらにまちのこどもたちが定期的に高齢者に絵葉書を描いて送ることで、郵便配達が訪問する回

数を増やすという工夫もしています。このはがき作戦によって高齢者とこどもたちの交流も生まれ

ています。

高齢者の閉じこもり解消作戦２　～見守り作戦～　
富山県宇奈月

う な づ き

町の取り組み

地域の見守りネットワークづくり

○　今日の地域社会は、昔と異なり地域のつながりが薄れ、身近な地域で「困っ

た」とＳＯＳサインを出している人々や課題がみえにくくなっています。

○　こうしたＳＯＳを早期に発見・解決していくために、社会福祉協議会、民生

委員・児童委員、自治会、ＮＰＯ、ボランティア、福祉施設、病院、医院、郵便

局、新聞配達・宅配等の団体や最も身近な隣近所など、地域に関わる多様な担

い手による見守りネットワークづくりを進め、適切に専門機関等につなぎ支援

する体制づくりを推進します。



(2) 地域の相談体制と情報提供の充実
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★策定委員会で提案のあった課題解決の「妙案」「アイディア」
・生活・心や健康の相談など相談活動の充実

・介護や健康相談などの出張相談所をつくる

・健康教室に対する意識を持つ

・家庭内で話し合う機会や集会など、人が集まり話し合える場を創出する取り組み

活動事例

商店街の中心部という好立地条件を活用し、町、社協、たかのす福祉公社が一緒になり、介護保

険をはじめとする各種福祉保健サービスの総合窓口を運営しています。

介護予防や健康づくりに関しての情報提供や、介護に関する知識・介護技術の普及促進、さらに

はこどもから高齢者まで、誰もが気軽に利用できる世代間交流の場、生きがい活動を支援する場と

して、町民に幅広く利用されています。

～商店街のど真ん中、総合相談窓口「げんきワールド」～
秋田県鷹巣

たかのす

町の取り組み

身近な相談体制の推進

○　いつでも、誰でも気軽に相談できる相談窓口が身近なところにあることによ

り、多くの問題解決が図られることから、社会福祉協議会、民生委員・児童委

員、ＮＰＯ、ボランティア等と連携し、それぞれの地域において身近な相談

体制づくりを推進します。

総合的な相談支援体制づくり

○　相談内容によっては、地域の身近な相談窓口では対応できないことや、緊急

の対応が必要な場合等に、専門機関につなぎ支援することが重要です。

○　そこで、福祉施設、医療機関等の専門機関と地域の身近な相談窓口とが連携

し、総合的に支援する体制づくりを推進します。

わかりやすい情報の提供

○　利用者に合った福祉サービスを自ら選択し、利用するには、各種福祉サービ

スの情報が適切に提供されることが必要です。

○　そこで、利用者が福祉サービス等の情報を入手しやすく、有効に活用できる

よう、高齢者、障害者、子育て等に関するガイドブック等の充実や適切な配布

に努めるとともに、インターネットを積極的に活用するなど、わかりやすい情

報提供に努めます。

○　また、民生委員・児童委員等の各種相談員の身近な地域での相談活動を支援

し、その活動を通した情報提供の充実を図ります。



(3) 福祉サービス利用者の権利擁護
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★策定委員会で提案のあった課題解決の「妙案」「アイディア」
・福祉サービスの質の確保を保つため、人権尊重の視点に立った人材育成プログラムを

作成する

苦情解決制度
福祉サービスに対する利用
者の苦情や意見を幅広く汲
み上げ、サービスの改善を
図り、質の高いサービスの
提供を実現するための制度。
社会福祉法においては、社
会福祉事業の経営者は利用
者等からの苦情の適切な解
決に努めなければならない
とされている。

地域福祉権利擁護事業
社会福祉法上の制度で、判
断能力は一定程度あるが、
自己の判断で福祉サービス
等を適切に利用することが
困難な高齢者や障害者等に
対し、自立した地域生活が
送れるように、日常的な金
銭管理のサービス、大切な
書類の預かりサービス、介
護保険などの福祉サービス
の利用援助など日常生活を
支援する事業。社会福祉協
議会が実施主体となり、生
活支援員がこれにあたる。

成年後見制度
病気や障害のため判断能力
が著しく低下した人は、財
産管理や契約、遺産分割等
の法律行為を自分で行うこ
とが困難であったり、悪徳
商法等の被害にあうおそれ
がある。このような人を保
護し支援する目的で、民法
を改正し、平成12年
（2000年）４月にスタート
した制度で、家庭裁判所に
より選任された後見人等が
本人の意思を尊重し、その
法律行為の同意や代行など
を行う。

福祉サービス利用者の権利擁護の推進

○　福祉制度が「措置」から「契約」へと変わってきており、利用者が事業者と

対等な関係で福祉サービスを利用できるよう、苦情を申し出る仕組みや、判断

能力が不十分な利用者の権利が保障される制度等が整備され、活用されること

が必要です。

○　そこで、利用者の権利擁護を推進するため、事業者の責務として設置が求め

られている「苦情解決制度※」や、社会福祉協議会が取り組む「地域福祉権利

擁護事業※」、法的制度である「成年後見制度※」等の周知・定着を推進し

ます。



非常に地域に密着した理念、計画ができたと思っています。

こういう計画の最終結論としては、いかに具体化するか実践していくか、
その過程が大事です。しかし、これからスタートであるという認識を持って
ほしいです。委員の皆さんにもそういうかたちで感想や意見を、これを一つ
の契機として出してほしいと思っています｡

計画には３つの側面があり、ひとつには地域にある既存の仕組みや仕掛けを大いに反映させ、
これからまたそういう仕組みを創っていくという面があります。もうひとつは、創った仕組みを
どう動かし、運用していくのか、仕組みを支えるための機能を盛り込んでいかなければならない
という面があります。最後は、こういう仕組みやそれを支える機能を動かす人です。人がどう現
実を認識し理解し、実行につなげていくのか、そういう担い手がこの先問われてくると思います。

地域福祉計画は亀岡市の皆さんが支え合うようなものにしたいと思っています。
まち・地域というものは生き物であり、同じ顔をしているわけではなく、様々な顔、つまり課
題をみることができます。調査、アンケートだけでなく、現実をどう把握していくのか、計画を
実行に移すプロセスの中で、常にまちの現実をどうみていくのか、進行管理も含めて非常に大事
なことではないかと思っています。

社会は激変の時代で足元や先行きのみえない状態となっています。ある大学では安心安全を確
保する学問のセンターを立ち上げました。また、様々な大学などが協力した学会の立上げなどの
学際的研究も行われています。これはもはや特定の地域だけではなく､世界中を視野に入れてす
るわけですから、少なくともこれらの課題は地域社会の日常生活の中にもあるはずですから、こ
れをどう考えるかが大切だと思います。

現実を見据え、将来を見据える目を持つことが大事になりますし、「きく」耳も持たなければ
なりません。「きく」には３つのきき方がありまして、まずは、問いかけて答えを求めるきき方
そしていろいろ言われていることを聞く、新聞の「聞」。さらに、真心をもって聴く傾聴が大事
になってくるのではないかと思います｡

大変激しく動く社会ではありますが、現実をみつめ、変えるべきものか、変えなければならな
いものかを見極めていかなければなりません。それは市民が最終的にしなければならないもので
すが、逆に、変えてはいけないもの、あるいはゆずれないものも存在するので、きちんと判断す
る力をもたなければなりません。
こうした状況の中で、いかに新しいものを創っていくのかというと、それは皆さんのアイデア
なり発想なりを組み立てていく､そういうリーダ－シップがあらためて問われているのではない
かと思います。みんなで考えて、実行する場面と機会が必要と思います。

この計画が具体化できるように、市民の皆さんや関係機関の実行力、実践力が大事ですのでし
っかりと進めてほしいと思います。

平成17年2月25日　第4回亀岡市地域福祉計画策定委員会　
「岡本委員長総括コメント」より抜粋　

～岡本民夫委員長（同志社大学教授）より～
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亀岡市地域福祉計画策定にあたってのメッセージ



計画の推進に向けて�
市民と行政が共働して進めていく重点的な取り組み�

市、地域住民、関係団体、事業者等の共働とパートナーシップの構築�
地域福祉推進体制の整備�

５�第�章�



第５章では、「地域住民による相互の助け合い、支え合いのシステムづく

り」に向けて、５つの重点施策を掲げています。

この重点施策は、地域・市民と行政の役割分担のもとで、共働で取り組む

ことが必要です。この取り組みを通して“行政主導型の福祉のまち”から

“パートナーシップ型の地域福祉のまち”へ、そして「顔のみえる地域社会」

の実現を目指します。

例えば、身近な地域で問題が発生した場合に、最初に気が付くのは地域や

近隣の住民であり、緊急時にすぐに対応することのできるのは「近隣相互の

助け合い活動」です。

阪神淡路大震災をはじめ、平成16年に発生した新潟県中越地震、台風等

による大規模風水害などの緊急時において行政（公助）以上に大きな力とな

ったのは、隣近所の人たちや、地域の消防団、ＮＰＯ、ボランティアの人た

ちの力（互助・共助）であり、「地域ぐるみの福祉活動」でした。

また、最近増加の傾向にある高齢者・女性・こどもが被害者となる身近な

犯罪は、本来、地域コミュニティがしっかり機能していればある程度防げた

ものもあり、高齢者の孤立といった福祉問題やゴミの散乱といった環境問題

なども、地域の見守りや支え合いが活発化すれば解決できるものもあります。

このような地域が本来持っている福祉力を活性化し、人々がつながり、地

域で交流し、あたたかみのあるきめ細かな助け合い活動を活発化させるため

に、次の重点的な取り組みを進めます。

第５章　計画の推進に向けて
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１ 市民と行政が共働して進めていく重点的な取り組み
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● 緊急時における�
　 地域での相互扶助�

● 福祉コミュニティづくり�● 福祉コミュニティを担う�
　 組織等の育成支援とその役割�

● 地域ぐるみ活動の�
　拠点づくり�

市民と行政が共働して�
進めていく重点的な取り組み�

5つのつの�
重点重点�

● 地域の見守りと�
　支援体制�



(1) 地域の見守りと支援体制

○　近隣住民の交流が少なく、近くにどんな人が住んでいるか把握できていない。

○　福祉的な問題を抱えた家庭は、地域から孤立しがちである。

○　プライバシー保護のため、関与がしにくくなっている。

○　地域内の課題をどうしたら地域住民が共有することができるのか。

○　課題の早期発見・早期支援のために、住民相互の交流、見守り・支え合いをど

のように活発化させるのか。

都市化の進展やプライバシーの問題等により、地域内居住者についての把握が

難しくなっています。民生委員・児童委員アンケート調査等からも、ひとり暮ら

し高齢者や障害者世帯がどこにあるのかわからないため、支援を求めていること

自体わからない状態にあるとの意見もありました。

地域課題の早期発見と支援を、どのように実現していくかが課題となってい

ます。
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現  状�

課  題�



～今後の展望～

○　日ごろの近所付き合いや声かけ、住民相互の交流を通じて、支援を求める人の

早期発見を心がける。

○　民生委員・児童委員、自治会・町内会、ＮＰＯ、ボランティア団体、当事者団

体など地域の活動団体が連携し、地域ぐるみの見守り体制づくりを行う。

○　地域の見守り活動を行う団体と、福祉の専門機関や市関連各課とが情報を

交換・共有し、連携による課題解決を図る。

○ 小地域ごとに、住民による連携体制（ネットワーク）をつくり、見守り、声

かけなどの充実を図り、早期問題発見、予防、解決できる体制づくりを推

進する。

○　福祉施設、各種相談機関、民生委員・児童委員、ＮＰＯ、ボランティア団体、

当事者団体はもちろん、学校、医療機関、交番など、地域の様々な社会資源と

の連携を強化し、ネットワークの拡大を図る。

ひとり暮らし高齢者をはじめ支援が必要な人が地域で孤立しないように、近隣

での支え合いを推進し、きめ細かな支え合いや見守り・助け合い活動を働きかけ

ます。

また、支援を必要とする人を早期に発見し対応するため、多様な団体・地域住

民が参加する地域ぐるみの見守りネットワークづくりを進めます。

地域住民の皆さんには、住民相互のふれあい・交流を図っていただき、ＳＯＳ

サインが出しやすい、見逃さない地域づくりが期待されています。

地域の役割�

市の役割�
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(2) 緊急時における地域での相互扶助

○　寝たきり高齢者や身体に障害のある人は、災害時の避難の際に助けが必要

である。

○　高齢者が多い地域では、災害時の救援活動に不安を抱えている。

○　プライバシー問題が地域の現状把握を阻害している。

○　障害のある人や高齢者など、避難に支援を要する人の所在をどのように把

握するか。

○　近隣住民同士の交流が少なく、緊急時の相互扶助活動を期待できないとこ

ろがある。

○　支援を要する人をどのように避難させたらよいかの行動マニュアルがない。

地域では、阪神淡路大震災や台風による大規模水害等の教訓から、災害時にお

ける地域内の要配慮者の把握の必要性を感じていますが、プライバシーの問題に

より困難な状況となっています。

また、都市化の進展などにより従来のコミュニティが失われた地域や、宅地分

譲やアパート建設により新たな住民が増加し、近隣住民との交流が盛んではない

地域があるなど、緊急時の相互扶助活動が必ずしも期待できず、災害発生時の対

応に不安を感じている状況があります。

課  題�

現  状�
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～今後の展望～

○　災害に備え、自分の身を守るため何が必要かを日ごろから考えておく。（自助）

○　支援を必要とする人は、災害時に近隣の人にどうして欲しいかを伝えておく。

（自助・互助）

○　日ごろの近隣付き合いや地域交流を活発化し、緊急時・災害時に支援が必要な

人をプライバシーに配慮しつつ把握し、地域ぐるみでどんな支援ができるかを

決めておく。（共助）

災害時における人的な被害を最小限にとどめるためにも、地域住民の皆さん

には、日々の近所付き合いや地域交流を通じて、顔のみえる福祉コミュニティ

づくりや地域でできる要配慮者に対する支援に取り組まれることが期待されて

います。

○　地域ぐるみの支え合い、助け合いの意識に根付いた、隣近所の顔のみえる

「福祉コミュニティづくり」を支援する。

○　災害時における自力避難が困難とされる要配慮者に対して、的確かつ迅速な

支援が行える仕組みづくりを支援する。

地域の役割�

市の役割�
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現  状�

課  題�

(3) 福祉コミュニティづくり

○　新興住宅地やアパートの多い地区では近隣との交流がないところがある。

○　福祉的な問題を抱えた家庭は、地域から孤立しがちである。

○　プライバシー保護のため、関与がしにくくなっている。

○　地域活動への参加や関与を嫌う人が増加している。

○　プライバシー保護と近隣住民の把握をどのように両立させていくか。

○　住民相互の交流が不足していて、困っていることが把握できない。

○　家に閉じこもっている人をどのように地域社会に参加させればよいか。

都市化の進展などにより、地域住民同士の結びつきが希薄になり、様々な課題

が生じています。

地域住民の交流があってはじめて、住民のみなさんによる地域に住む高齢者や

障害者など支援を要する人が把握でき、また地域課題の発見、共有化、早期支援

につながっていきます。

運動会・祭り、盆踊り等の地域行事等への参加促進など、こどもや高齢者、障

害者等との世代間交流やふれあいの場の創出などを通して、お互いの顔のみえる

「福祉コミュニティ」づくりが求められています。
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～今後の展望～

○　交流の基本はあいさつから。声かけが潤滑油となることを意識する。

○　清掃や防災訓練などの地域行事には積極的に参加し、交流を深める。

○　住民の支え合い、助け合いの意識に根付いた「福祉コミュニティづくり」を行う。

○　地域の問題や重点課題を地域で議論する場を持つ。

○　地域の人同士が気軽にふれあい、交流できる場づくりや、こどもから高齢者・障

害者をはじめ、誰もが参加できる広がりのある地域行事の開催を働きかける。

○　地域ぐるみの支え合いを進めるため、自治会、民生委員・児童委員、ボランティ

ア、福祉施設関係者など、地域内活動者のネットワーク組織の設立等を促進する。

福祉コミュニティづくりには、日常の交流が大切です。市としても、コミュニ

ティ構築の重要性を啓発し、自治会などに交流のための地域行事開催をお願いし

ていきます。地域住民の皆さんにも積極的にあいさつを行うなど、顔と顔のみえ

る関係づくりを心がけることが期待されています。

地域の役割�

市の役割�



近年、地域福祉を支える活動が広がっており、民生委員・児童委員協議会、自

治会・町内会、老人クラブのように地域に根ざした活動を行う団体や、ボランテ

ィア団体、ＮＰＯ法人、当事者団体のように支援の必要な人に密着した福祉活動

を実践している団体があります。また、こうした団体間のつながりは、地域によ

って異なっているのが実情です。

地域ぐるみの福祉を進めるには、これらの活動が縦糸、横糸となって連携・協

力することが大切であり、多様な団体がネットワークを結び、地域の身近な問題

を解決する仕組みとして、地域の実情に応じた「福祉コミュニティ」が生まれる

ことが期待されています。
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(4) 福祉コミュニティを担う組織等の育成支援とその役割

○　福祉コミュニティを担う組織としては、亀岡地区、保津町、曽我部町の３地域

に地区社会福祉協議会があるが、他の地域での結成がなかなか進まない。

○　市民アンケートでは、社会福祉協議会を知らない人が５割（知らない２割、名

前は知っているが場所は知らない３割）となっており、十分に認知されている

状況ではない。

○　近年、地域密着型の草の根ボランティア・ＮＰＯ団体等による地域ぐるみの高

齢者支援や小地域福祉活動などが各地域に広まっており、福祉コミュニティを

担う役割が期待される。

○　地区社会福祉協議会の活動内容や必要性の周知が十分に行われていない。

○　福祉コミュニティを担う組織づくりには、企画・コーディネートなどの担い手、

具体的な活動を中心となって行うボランティアリーダーなどの人材の育成・確

保が必要。

○　従来の地区社協だけにとらわれず、草の根レベル福祉活動を実践している

ＮＰＯ、ボランテイア団体、当事者団体等の連携・協力のもとで地域密着型の

福祉コミュニティづくりも必要。

現  状�

課  題�



【福祉コミュニテイづくりの役割】
(1）各種団体の協力体制の場づくり

地域内で活動している各種団体の交流により、多様化した問題の解決を図ります。
(2）住みよいまちづくりの推進役

子育て、高齢者とのふれあい、障害者支援、青少年を取りまく環境、地域の連帯意識
など様々な課題について、住民がともに考え行動する地域組織です。

(3）ボランティア活動の輪を広げる活動
育成講座や各種事業の開催を通じて、こどもから高齢者までを対象にボランティア意
識の啓発を行い、活動の輪を広めます。

具体的な活動としては、
① 安否確認の友愛訪問等の見守り
② 緊急通報や火災時の援助
③ 買い物の介助や代筆などの生活支援
④ 様々な福祉についての情報提供
⑤ いきいきふれあいサロンなど　　　

があり、住民の支え合いにより、きめ細やかなサービスの提供が期待されています。
福祉コミュニテイづくりの活動が充実することで、すべての市民が、生活の拠点である

住み慣れた地域で、家族や隣近所とのあたたかなきずなを保ちながら、地域の一員として
のつながりを持ち、ともに生き、支え合うことによって、安心した生活を送る環境づくり
を図ることができます。
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～今後の展望～

○　地域ボランティアの活動基盤となる福祉コミュニティづくりを進めるため、自

治会、民生委員・児童委員、ＮＰＯ、ボランティア団体、当事者団体など

多様な団体がネットワーク化を図る。

○　様々な団体が参加する福祉コミュニティづくりを進め、地域の課題を早期に発

見し、解決にむけて話し合い、地域でできることは各団体が連携・協力して支

え合い・助け合い活動を実践する。

○　多様な団体が参加し、地域ぐるみの支え合い活動の基盤（組織）を担う「福祉

コミュニティ」づくりを支援します。

○　社会福祉協議会やＮＰＯ、ボランティア団体等と連携して、地域で身近な福祉

活動を行うボランティアリーダー等の人材育成を支援します。

地域には、自治会、民生委員・児童委員やＮＰＯ、ボランティア団体、当事者

団体、社会福祉施設など多様な社会資源があります。地域福祉を軸として、各種

団体がそれぞれの特性を活かしながら相互に連携し、地域で自立的に問題を解決

する仕組み「福祉コミュニティづくり」を進めます。

地域の役割�

市の役割�



■　福祉コミュニティづくりのプロセス

福祉コミュニティづくりは、まず、みんなが集まり・参加し、呼びかけること

から始まります。自分が楽しくやる気を持ってできることから取り組んでいきま

しょう。そして、活動組織づくりを進めていくためには参加の動機づくりを行う

「きっかけ、場、機会づくりの三位一体の取り組み」を行っていくことが大切です。

自主的な活動組織づくりと参加の動機づくりが平行して行われていくことが、人

材を育て、福祉コミュニティづくりを継続させていくためには重要となります。

福祉コミュニティづくりの舞台が整ったら、地域におけるニーズや生活課題を

把握（地域を知る＝情報収集）し活動計画を立て、その解決に向けて知恵を出し

合い具体的に活動を実践し、活動を振り返りながら（活動の点検、評価、進行管

理）福祉コミュニティづくりを進めていきましょう。
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に
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５

計画を立てる�

きっかけ、場、機会づくり�
三位一体の取り組み�

・参加の動機づくり�
・潜在的な参加の可能性を堀り起こす�

活動を振り返る�

SEE

SEE

DO

PLAN

活動の実践�

活動組織づくり�

①地域のことを知ろう�

④活動を振り返る�
（活動の点検・評価・進行管理）�

地域におけるニーズ�
や生活課題を把握�
し、地域のことを知�
ろう�

集まる・参加する、
呼びかける�

③活動の実践�

DO

②活動の計画を立てる�

PLAN

�
1）地域のことを把握したら関
　係者との十分な合議により活
　動の目標を立て、計画を策定
　しましょう。�
2）把握した福祉課題すべてに
　取り組むのはむずかしいです。�
　①緊急性の高いもの�
　②多くの人の支持が得られや
　　すい具体的でわかりやすい
　　課題�
　③自分達が活動すれば解決す�
　　ることができ、早く効果があ�
　　らわれるもの�
　④次の段階の活動や他の分野�
　　へも発展していく要素を持
　　っているもの�
　などを考慮し重点課題を設定�
　しましょう。�
3）家族やボランティアなどのイ
　ンフォーマル（非制度的）な
　社会資源を活用していくこと
　も大切な視点となります。�
4）活動計画を立てるとき、合
　わせて活動財源計画を立てま
　しょう。�

1）地域のボランティアや当事者との�
　連携、関係専門機関との連携に注�
　意しましょう。�
2）活動によってはボランティアを募集�
　したり、学習活動を行いましょう。�
3）課題により、関係団体との対策委�
　員会づくりも必要です。�
4）活動の推進にあたっては、役割分�
　担を行い、責任体制を明確にして、�
　なるべく多くの住民に参加してもら�
　ってみんなで進めることが大切です。�
5）活動を進めるにあたって、社会福�
　祉協議会の役員や事務局と連携をと�
　りながら進めましょう。�

1）活動の点検、評価、進行管理は、
　3つの段階に分けられます。�
　①活動が機能しているかどうかの確
　　認を行い計画の実施を継続して支
　　援する段階�
　②実践された活動によって福祉課題
　　への改善効果があったのかなかっ
　　たのか、あったとしたらどの程度
　　あったのかを測定し、事後評価を
　　行う段階�
　③計画が順調に実施され、支援を必�
　　要とする方が社会生活を将来も問
　　題なく維持していくことができる
　　のか、福祉課題の緩和と解決が図
　　られつつあるのか、計画の進行管
　　理と追跡調査を行う段階�
　いずれも次の活動につなげる視点で
　行うことが大切です。　�

�
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インフォーマル
Informal
形式ばらない、非公式のと
いう意味であり、福祉では
住民主体のさまざまな福祉
活動・取り組みなどを指す。
一 方 、「 フ ォ ー マ ル
（Formal）」とは、正式な、
形式的なという意味であり、
介護保険サービスなどの公
的なサービスを指す。

３�



■　福祉コミュニティ活動に取り組もう！

「福祉コミュニティ活動」とは、社会福祉協議会、民生委員・児童委員、自治

委員、地域のボランティア、ＮＰＯ、老人クラブなどが協力し、小地域（身近な

生活範囲、自治会）を単位としながら、「ご近所による助け合いの仕組み」をつく

る活動です。

福祉コミュニティづくりのプロセスでもふれたように、地域住民が住みなれた

地域で生活課題やそれを解決するための地域資源の現状等を認識したうえで、地

域のあり方をどうするかを自分たちで考え、課題解決のために主体的に取り組ん

でいくことが大切となりますが、様々な福祉コミュニティづくりの活動が連携し

ネットワークを形成することにより助け合い支え合いの輪が広がっていきます。
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５



(5) 地域ぐるみ活動の拠点づくり

○　地域住民は、集いの場を必要としている。

○　健康づくりの場、障害のあるこどもたちが定期的・継続的に活動する場、学習

や講座などの文化活動を行うことができる場などが身近な地域にない。

○　施設が時代の変化や地域住民の意向に沿っておらず、柔軟に活用されていない

ものがある。

○　身近な地域の施設を活用してふれあいサロンやデイサービス等が行われている

地域もある。

○　高齢者やこどもたちが歩いていける範囲に集いの場が少ない。

○　誰もが、いつでも気軽に立ち寄ることができる集いの場を必要としている。

○　身近にある社会福祉施設や文化センター、児童館をはじめとした地域資源を、

今後どのように地域福祉の拠点として、活用できるか考えていかなければな

らない。

○　地域の中で集い・憩い・癒しの空間をつくるために、空き家の利用や既存施

設の活用が求められている。

地域福祉活動や地域の交流の重要な拠点施設として、高齢者・障害者・児童福

祉施設、文化センター、自治会館等の社会福祉施設等をはじめ、身近な地域にあ

る様々な既存資源を活用することが求められています。
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～今後の展望～

○　地域の自治会館やコミュニティづくりの拠点である文化センター・高齢者・障

害者・児童福祉施設などの社会福祉施設等をはじめ、地域の様々な資源（集会

所、空き店舗、空き家等）を活用して、誰もが気軽に交流し、支え合い活動を

行う交流拠点づくりを進める。

○　祭りや運動会等の様々な地域行事に、高齢者から障害者、子育て中の親など、

参加しづらい人にも積極的に参加を呼びかけ、地域の交流、ふれあいの場づく

りを進める。

○　地域住民に身近な社会福祉施設等の既存施設（高齢者・障害者・児童福祉施設、

文化センター、児童館、自治会館、公民館等）をはじめ、地域の様々な資源　

（集会所、空き店舗、空き家、休耕地等）を活用した、地域住民が主体となって

行う地域福祉を支える活動拠点づくりや交流・支え合い活動の場づくりに支援

を行う。

地域の既存資源を活用して身近な交流拠点づくりを進めていきます。そして、

高齢者やこども、障害者など誰もが気軽に集える場づくりや、日常の様々な地域

行事や伝統行事など、昔から地域に根ざしているコミュニティ活動等を支援し、

顔のみえる地域づくりを進めます。

地域の役割�

市の役割�



地域福祉活動の主役は、地域に暮らす私たち自身です。地域に根ざしたきめ細

かい支え合い活動を進めていくためには、行政の取り組みだけでは不十分であり、

地域住民との共働が不可欠となります。また、地域のなかで活動するＮＰＯ、

ボランティア、関係団体･機関、事業者も、地域福祉の重要な担い手です。

計画の展開にあたっては、これら地域福祉を担う主体とのパートナーシップの

構築を重視し、それぞれ担うべき役割を認識し、役割分担と共働の考え方のもと、

効果的な施策推進を目指します。
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２ 市、地域住民、関係団体、事業者等の共働とパートナーシップの構築

地域住民、ＮＰＯ、ボランティア�
地域福祉活動の実践者（主役）�

民生委員・児童委員�
地域の世話役�

社会福祉協議会�
地域福祉のコーディネート（推進役）�

社会福祉事業者�
専門的な福祉サービスの提供�

行　政�
地域福祉の基盤づくり�

地域ぐるみの福祉活動の�
積極的な展開�

地域住民やＮＰＯ、ボランティア
と連携した相談・援助活動の推進�

地域団体の連携をコーディネート
し、地域ぐるみの活動を推進�

専門機能を生かしつつ、地域団体
等と連携した福祉サービスの提供�

地域ぐるみの活動が展開しやすい�
基盤づくり�

計画の目標・施策の方向をふまえて�

各種団体等の役割分担
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(1) 地域住民、ＮＰＯ、ボランティアの役割

地域住民、ＮＰＯ、ボランティアの役割として、まずは、住民一人ひとりが福

祉に対する意識や認識を深め、地域社会の構成員のひとりであることを自覚する

ことが大切です。

そして、地域福祉の担い手として、声かけやあいさつ、見守りなど日常的な隣

近所同士の交流を行うとともに、祭りや運動会等の地域行事に積極的に参加した

り、身近な地域での福祉活動に参加することが求められています。

(2) 民生委員・児童委員の役割

民生委員・児童委員は地域の人々が自立して暮らすための様々な支援を行うと

ともに、安心して暮らせるまちづくりを進める役割をはたしてきました。今後、

民生委員・児童委員は「社会福祉に関する活動を行うもの」として地域福祉の推

進に努めることが期待されています。また、福祉サービスの利用制度から漏れる

人や利用しようとしない人への対応、虐待や暴力、ホームレス等の問題をはじめ、

現在の公的な制度では解決できない不安や孤独、孤立、引きこもりなど心の問題

を抱えている人の発見と、それらの人々に対する相談・支援が期待されています。

(3) 社会福祉協議会の役割

社会福祉協議会は、計画の根拠法である社会福祉法において、地域福祉の推進

を図る中核として位置づけられ、地域福祉を進めることを使命とし、住民が抱え

ている様々な生活上の要望を地域全体の要望としてとらえ、みんなで考え、話し

合い、協力して解決を図る、心ふれあう「福祉のまちづくり」を進めることを目

的とした組織です。

このため、今回の計画の推進役を担うとともに、その推進において住民や各種

団体、行政との調整役として大きな役割を担うことが期待されます。そこで、社

会福祉協議会は、誰がどのように今後の取り組みを進めていくかを話し合ったり、

自治会ごとに話し合いの機会をもって、今回の計画に盛り込まれた取り組み、ま

た、福祉のコミュニティづくりや支え合いのネットワークづくりに関して、地元

住民、その他団体を交えて意見交換したりするようなかたちで地域福祉推進の先

導役をはたします。



(4) 社会福祉事業者の役割

社会福祉事業者の役割として、自立支援や質の確保、事業内容やサービス内容

の情報提供及び公開、他のサービスとの連携に取り組むことが求められています。

また、新しいサービスの創出や住民の福祉への参加支援や福祉のまちづくりへ

の参画に努めることが求められています。

(5) 行政の役割

地域住民や関係団体等の自主的な取り組みが地域福祉の積極的な推進において

重要な役割を担いますが、その自主性の発揮を様々なかたちで支援する意味で、

自治会、民生委員・児童委員、ＮＰＯ、ボランティア団体、当事者団体などの関

係機関・団体等の役割をふまえながら、相互に連携・協力を図るとともに、地域

ボランティアリーダー等の人材育成や福祉コミュニティづくり等の基盤づくりを

進めます。
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各主体の連携による地域福祉の推進イメージ



地域福祉を推進していくうえで、事業や活動を点検・評価し効果的な計画の推

進に努めていきます。

地域の独創性や行動力へ期待し、積極的に支援できるよう、地域福祉推進体制

の整備を進めていきます。

(1) 計画の効果的な推進

本計画の取り組みを進めるにあたっては、行政、地域住民、関係団体・機関、事業

者が互いに共働して役割分担していくとともに、今ある資源の有効活用や潜在的資源

の掘り起こし、様々な工夫や新たな取り組みを行っていく必要があります。

そのためには、市の事業や地域における活動を点検・評価するとともに、その

結果が改善へとつながるような効果的かつ継続的な計画の推進に努めます。

(2) 地域の独創性、行動力への期待

本計画の策定にあたっては、「市民参画による計画づくり」を重視して取り組ん

できた結果、市民の皆さんから様々なアイデアや提案を数多くいただきました。

これらのアイデア・提案は、計画内容に大きく反映されています。したがって、

本計画は、亀岡市の取り組み方策を定める行政計画であると同時に、地域にとっ

ても主体的な活動を進める上での指針という性格を持つものと言えます。

今後、計画の推進にあたっては、市民自らの主体的な地域福祉活動への取り組

み、独創性や行動力を発揮した先進的な取り組みにチャレンジしていただくこと

を期待するとともに、そのような地域の取り組みに対して、積極的に支援を行っ

ていきます。
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３ 地域福祉推進体制の整備
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福祉諸計画策定にかかる「庁内戦略会議」設置要綱�
亀岡市地域福祉計画策定委員会　委員名簿�
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亀岡市地域福祉計画策定のプロセス



99亀岡市地域福祉計画

平成１６年７月１日

亀岡市告示第１２９号　

（設置）

第１条 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１０７条の規定に基づき、市民、福祉活動者、福祉事

業者等との共働により、地域福祉の推進を図ることを目的とした亀岡市地域福祉計画を策定するため、

亀岡市地域福祉計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（任務）

第２条 委員会は、地域福祉計画の策定に関する事項について、調査、研究等を行い、市長に提言する

ものとする。

（組織）

第３条 委員会は、委員１５人以内で組織する。

２　委員は、有識者、福祉活動者、福祉事業者、地域活動団体、その他市民のうちから市長が委嘱又は

任命する。

（任期）

第４条 委員の任期は、地域福祉計画の策定が完了するまでの期間とする。

（委員長及び副委員長）

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

２　委員長は、委員の互選によって定める。

３　委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

４　副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

５　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

（会議）

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

２　委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見

を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

（庶務）

第７条 委員会の庶務は、健康福祉部こども福祉課において行う。

（その他）

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

附　則

この要綱は、告示の日から実施する。

亀岡市地域福祉計画策定委員会設置要綱
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（目的及び設置）

第１条 地域福祉計画、新障害者基本計画、次世代育成支援対策推進行動計画（以下「各計画」という。）

の策定に伴う調査・研究を行うとともに、庁内の横断的な情報の交換・共有化を進め、各計画の策定委

員会の円滑かつ効率的な運営を図るため、庁内戦略会議を設置する。

（庁内戦略会議）

第２条 庁内戦略会議は、健康福祉部長（以下、「部長」という。）が招集し、主宰する。

２　庁内戦略会議は、部長及び別表１に掲げる委員をもって組織する。

３　部長は、必要があるときは、庁内戦略会議に関係職員を出席させ、意見又は説明を求めることがで

きる。

４　庁内戦略会議に付議する事案は、次に掲げる事項とする。

（1）各計画策定に必要な調査・研究に関する事項

（2）各計画の策定委員会における議事・議題に関する事項

（3）その他部長が必要と認める事項

５　庁内戦略会議の委員は、各計画の策定委員会に出席するものとする。

６　委員の任期は、各計画の策定が完了するまでの期間とする。

７　庁内戦略会議の庶務は、こども福祉課において行う。

（ワーキング会議）

第３条 庁内戦略会議に、第２条第４項に掲げる事項の細部にわたる専門的な事項を検討するため、

ワーキング会議を置くことができる。

２　ワーキング会議は、庁内戦略会議の委員の推薦により選出された職員で組織する。

（その他）

第４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に部長が定める。

附　則

１　この要綱は、平成１６年８月２日から施行する。

２　この要綱は計画策定の日をもって効力を失う。

別表１（第２条関係）

福祉諸計画策定にかかる「庁内戦略会議」設置要綱

こども福祉課長 ○ ○ ○
社会福祉課長 ○ ○ ○
障害福祉課長 ○ ○ ○
高齢福祉課長 ○ ○ ○
健康増進課長 ○ ○ ○
人権啓発課長 ○ ○ ○
教育委員会 ○ ○ ○

教育総務課、社会教育課
商工観光課長 --- ○ ○
人事課長 --- --- ○

各委員が研究・検討を行う計画（下表で○を付した計画）
地域福祉計画 新障害者基本計画 次世代支援対策推進行動計画

委　員
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